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（１０：００） 

議    長  ご起立願います。おはようございます。 

 

議    長  ただいまの出席議員数は１６名です。定足数に達しております

ので、これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

議    長  日程第１、報告第１１号「専決処分の報告（平成２６年度川棚

町一般会計補正予算（第５回））」を議題とします。本件について報告を求

めます。 

町    長  皆様、おはようございます。 

  報告第１１号「専決処分の報告（平成２６年度川棚町一般会計補正予算（第

５回））」について、ご報告をいたします。 

  この専決処分は、平成２６年度川棚町一般会計補正予算第５回でありまし

て、その内容でありますが、去る１１月２１日の衆議院の解散に伴い、急き

ょ第４７回衆議院議員総選挙が執行されることになり、さらに最高裁判所裁

判官国民審査も併せて執行されるものであり、この選挙等に対応するため歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を５８億５,４８４万１千円にしたもので、その経費の財源は全額県支出

金によるものであります。したがいまして、この補正予算は地方自治法第１

８０条第１項の規定に基づき制定されております町長の専決処分の指定に関

する条例第２条第３号に規定する全額を国庫支出金、県支出金を財源とする

経費の予算の補正を行うことという専決事項に該当するものであります。ま

た今回の衆議院議員総選挙は、１２月２日公示、１４日投票という日程であ

り、ただちに関係予算を確保して対応する必要が生じたことから、平成２６

年１１月２７日付で専決処分を行いましたので、地方自治法第１８０条第２

項の規定に基づき、その内容について報告をするものでございます。なお、

専決処分を行った補正予算の内容につきましては、企画財政課長から説明を

させますので、よろしくお願いいたします。 

企画財政課長  それでは内容についてご説明いたします。３枚目をお開きくだ
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さい。 

  今回の第５回補正予算の鑑でございます。今回、公示が１２月２日でござ

いましたが、ポスター掲示板の設置、投票入場券の作成等、至急対応する必

要がありましたので、１１月２７日の専決としたものでございます。それで

は事項別明細書の歳入からご説明をいたします。６、７ページをお開きくだ

さい。 

  歳入、１４款県支出金、３項１目総務費委託金、衆議院議員総選挙委託金

として６５０万円、見込まれる委託金額６５０万円を計上したものでござい

ます。次に歳出についてご説明いたします。次のページをお開きください。 

  歳出、２款総務費、４項１４目衆議院議員総選挙でございます。先ほど歳

入でご説明いたしました見込まれる委託金６５０万円をもとに予算の組み立

てを行っております。 

  衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の執行に必要な経費と

して、１節報酬から１４節まで、それぞれ計上しております。主なものをご

説明いたしますと、１節報酬費、報酬でございますが、選挙管理委員並びに

投開票管理者及び立会人の報酬でございます。 

  ３節職員手当等は、投開票事務に従事する職員の時間外手当でございます。 

  ７節賃金については、臨時職員雇い上げの賃金でございます。旅費は説明

会等の旅費でございます。 

  １１節需用費、主なものとしましては入場券の印刷費、事務用品、光熱水

費というものが主な内容でございます。 

  １２節役務費につきましては、入場券選挙広報の郵送費が主なものでござ

います。 

  １３節委託料、これはポスター掲示板の設置、撤去の委託料でございます。 

  １４節使用料及び賃借料は、ポスター掲示板のレンタル料といったものが

主なものとなっております。８ページの財源内訳にございますように、この

経費につきましては、全額県支出金によるものでございまして、一般財源の

負担はなしとなっております。 

  以上が、平成２６年度一般会計補正予算第５回の内容でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 
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「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報告済みといたします。 

（１０：０６） 

議    長  次に、日程第２、議案第４８号「平成２６年度川棚町一般会計

補正予算（第６回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

町     長  議案第４８号「平成２６年度川棚町一般会計補正予算（第６

回）」について、提案理由を説明いたします。 

  今回の補正といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,

６３８万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９億１２３万円にしよう

とするものであります。 

  今回の補正の主なものは、歳入においては、町税における個人町民税並び

に固定資産税の増額、歳出においては、人事院勧告に基づく給与または手当

等の改定による人件費の増額並びに４月の人事異動による職員配置の変動に

伴う人件費の増減、社会福祉関係費における国県支出金の精算確定による返

納金の追加、農道新設改良費の追加、災害復旧費の追加などが主な内容であ

ります。その他、当初予算編成後の事情変動に伴う、それに対応するために

必要な事業費について計上したものであります。補正予算の詳細につきまし

ては、企画財政課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

企画財政課長  それでは内容についてご説明いたします。説明にあたりまして

は歳出からご説明し、次に歳入、そして第２表、地方債補正の順にご説明い

たします。なお、今回の補正予算においては町長が申し上げましたように、

歳出の人件費の補正として、人事院勧告による給与または手当等の改定に伴

う増額に加え、４月の人事異動による職員配置の変更により、２節給料、３

節職員手当等、４節共済費において、全編を通じて増減の補正が生じており

ます。これにつきましては、総じて給与等の改定と人事異動という共通事項

でございますので、説明に際しましては人件費の補正という表現で簡略にさ

せていただきたいと思いますので、あらかじめご了解いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。それでは歳出１７ページ、１８ページをお開きく
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ださい。 

  １款議会費、１項１目議会費でございます。細目の議会費、細目２の事務

局費、いずれも人件費等の補正でございます。次のページをお開きください。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費でございます。これも人件費の増減の補

正でござます。 

  ４目会計管理費でございます。１２節役務費に１３万円を追加しておりま

す。これはコンビニ収納手数料の実績が伸びておりまして、それに対応した

増でございます。 

  ８目電算管理費でございます。細目として社会保障税番号制度導入費の補

正を行っております。これはいわゆるマイナンバー制度の事業でございます。

これにつきましては、システム改修等の委託料の減、１３節の減が生じてお

ります。当初、未定でありました中間サーバーの設置について、共同集約化

方式ということが決定されまして、その分市町村負担、１９節が生じており

ます。 

  ９目諸費でございます。一般諸費において１０万円の追加、これは地区防

犯灯台風被害により対応する分が出ておりますので、追加をしております。

なお、７節と１１節については、一般諸費の中の地域コミュニティ活性化事

業の予算の組み替えを行ったものでございます。 

  次に地方バス路線運営事業費１４６万円の追加でございます。これは西肥

バス内海線の補助でございますが、営業収益の減、営業経費の増によりまし

て補助額の増が出ておりますので、今回、補正を行っております。  

  １１目国体事業費、これはすべて人件費等の増でございます。  

  ２項徴税費、１目税務総務費でございます。これも人件費の増の補正でご

ざいます。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳費、これも人件費の補正でございます。次のペ

ージをお開きください。 

  ４項１目選挙管理委員会費、これも人件費の補正でございます。  

  ５項２目統計調査費でございます。細目１工業統計調査費、これにゼロの

印字が漏れておりますので、申し訳ありませんが、ゼロとご記入をお願いい

たします。 

  その下の細目８国勢調査費、これもゼロの印字が漏れておりますので、ゼ
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ロとご記入いただくよう、お願いいたします。 

  ３つの統計調査費でございますが、農林業センサス費に一部３万４千円の

増を行い、その他について各節の組み替えを行ったものでございます。次の

ページをお開きください。 

  ３款１項１目社会福祉総務費でございます。細目１社会福祉総務費でござ

います。内訳としましては、人件費の増が２４万８千円、そして残り４３１

万３千円が２３節国庫への返納金の増でございます。 

  細目９国民健康保険基盤安定費、これは８５３万３千円、すべて２８節の

追加でございます。 

  細目１０国民健康保険事業費６２４万８千円の減でございますが、これも

すべて２８節繰出金の補正でございます。 

  細目１４介護保険事業費でございますが、内訳としましては人件費の増が

６６万円、残り４８万６千円が、２８節繰出金の増でございます。  

  ５目国民年金事務費でございます。これはすべて人件費の補正でございま

す。 

  ２項１目児童福祉総務費、これも人件費の補正でございます。  

  ２目児童措置費の保育所運営費でございますが、これは節間の組み替えを

行ったものでございます。次のページをお開きください。 

  ４款１項１目保健衛生総務費でございます。これは２５万２千円の追加で

ございますが、７節賃金の追加、４節共済費の追加、それに人件費の差引減

が生じて２５万２千円の増となったものでございます。 

  ４目国民健康保険事業費、これはすべて人件費の増の補正でございます。  

  ４目健康増進費は、歳出の補正はあっておりませんが、財源内訳、これは

補助金の追加があっておりますので、財源内訳のみの補正でございます。  

  ３項１目公害対策費、合併処理浄化槽費でございますが、今後、浄化槽の

設置の増が見込まれますので、今回、追加を行ったものでございます。次の

ページをお開きください。 

  ６款農林水産業費、１項１目農業委員会費でございます。  

  まず細目１農業委員会費でございますが、内訳としましては１節報酬にお

きまして７万６千円の増、これは農業委員の改選に伴う増でございます。残

り９７万２千円が１３節の委託料の増でございます。これは法改正に伴う農
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地台帳システムの改修の追加でございます。これにつきましては、財源内訳

にありますように国庫支出金で全額充当されるものでございます。  

  細目３機構集積支援事業費、これは７節から１３節へ組み替えを行ってお

ります。事業費の増減はあっておりません。 

  ２目農業総務費、これにつきましては、全て人件費の補正でございます。  

  ３目農業振興費でございます。まず、細目１農業振興費でございますが、

５万円は旅費の追加でございます。 

  細目７農地・水保全管理支払交付金等事業費でございますが、これは１９

節のの追加でございます。これは多面的機能支払交付金事業の新規取組みが

生じましたので、追加をしております。 

  細目８イノシシ緊急特別対策事業費でございます。これは１９節の追加で

ございます。鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業が追加で出てまいりまして、

今回計上しております。これについては全額補助で充当されるものでござい

ます。 

  細目９特産品販売宣伝事業費でございます。これは８節に８万円の追加を

しております。そして、あと節間の組み替えも併せて行っております。また、

財源内訳にありますように、その他６０万円ということで、一部助成金を今

回取り入れております。 

  細目１７農地中間管理事業費でございます。これは交付金の増額に併せて

追加をし、なおかつ事業費の進捗に併せて節間の組み替えを行っております。 

  ５目農地費でございます。農道新設改良事業費でございます。内訳としま

しては、１７節公有財産購入費に２９０万円、補償費２２節に３０万円の追

加としております。これは農道宮田１号線の拡幅に伴う追加ということで計

上しております。 

  細目５農村災害対策整備事業費でございます。これは事業費の増減はあっ

ておりませんが、各節間の組み替えを行っております。次のページをお開き

ください。 

  ７款商工費でございます。これにつきましては、全て人件費の補正でござ

います。次のページをお開きください。 

  ８款土木費でございます。１項１目土木総務費、これはすべて人件費の補

正でございます。 
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  ２項２目道路維持費でございますが、これは７月から９月にかけて補助対

象とならない小規模の災害復旧工事に対応しておりまして、その分不足が生

じましたので、今回、追加をしております。 

  ３目道路新設改良費でございます。合計で２２万円の減額となっておりま

すが、内訳としましては、町道三越線改良舗装工事、これにつきましては工

事完了しまして、１６７万２千円、１５節の減額が生じております。  

  県道大崎公園線道路改良地元負担金、これは１９節に対応しますが、地元

負担金の増が出ておりますので、今回、計上をしております。  

  ３項２目ダム対策費、これはすべて人件費の補正でございます。  

  ５項３目公共下水道費でございます。これは公共下水道特別会計の補正に

併せた減額でございます。次のページをお開きください。 

  １０款教育費、１項２目事務局費でございます。これはすべて人件費の補

正でございます。 

  ３項１目学校管理費の川棚中学校施設改良費でございます。これは受水槽

漏水工事に緊急対応したため不足が生じましたので、今回追加いたしており

ます。 

  ５項１目社会教育総務費でございます。２節給料から４節共済費までは、

すべて人件費の補正でございます。 

  １１節需用費は、成人式の地元特産品抽選会の物品購入の経費を今回、追

加をしております。 

  ２目公民館費でございます。需用費として光熱水費、電気料に不足が見込

まれますので８０万円の追加を行っております。 

  ３目公会堂費、これにつきましても、まず需用費につきまして光熱水費、

電気料の不足が見込まれますので、８８万円の追加を行っております。  

  １８節備品購入費につきましては、音響設備の更新、ひき割り幕の更新、

この事業が完了しましたので、執行残を今回減額をしております。  

  ７項学校給食共同調理場費、１目管理費の補正でございます。これもすべ

て人件費の補正でございます。次のページ。 

  １１款災害復旧費でございます。１項１目農地農業施設災害復旧費でござ

いますが、災害復旧工事の追加があっておりますので、今回、計上をいたし

ております。次のページをお開きください。 
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  １４款予備費でございます。これは歳入歳出見合いにより調整し、６４３

万８千円の増額をおこなっております。以上が歳出の説明でございます。  

  次の３９ページからは、人件費の増減を総括した給与費明細書をお付けし

ております。 

  それでは歳入についてご説明をいたします。７、８ページをお開きくださ

い。 

  １款町税でございます。１項１目個人町民税の細目、給与特別徴収分にお

きまして、２,０５０万円の追加が見込まれること。そして細目４として、年

金特別徴収分として５０万円が減ということで、差し引き２千万円の追加を

行っております。 

  ２項１目固定資産税でございます。現年度課税分において、８００万円の

増が見込まれることから、今回計上を行ったものでございます。  

  １３款国庫支出金でございます。１項１目民生費国庫負担金でございます。

これは国民健康保険基盤安定負担金概算決定により増が出ておりますので、

今回追加を行っております。 

  ２項２目衛生費国庫補助金、循環型社会形成推進交付金事業費補助金でご

ざいますが、内容としましては合併処理浄化槽の補助金の追加、国負担分の

追加を計上しております。 

  ５目総務費国庫補助金でございます。社会保障・税番号制度導入のための

システム改修支援補助金として、これは交付決定に合わせた増を行っており

ます。次のページをお開きください。 

  １４款県支出金でございます。１項２目民生費県負担金でございます。国

民健康保険基盤安定負担金、これも概算額が決定しておりますので、今回追

加をしております。 

  ２項３目衛生費県補助金でございます。がん検診等受診率向上対策補助金、

これは追加決定があっておりますので、今回計上しております。 

  合併処理浄化槽設置整備費補助金でございますが、県負担分の追加を今回

行っております。 

  ５目農林水産業費県補助金でございます。まず農地・水保全支払交付金等

事業補助金でございますが、推進事務費交付金の追加があっておりますので、

２０万円追加をしております。 
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  次の細目のイノシシ緊急特別対策事業費補助金ですが、これは先ほど歳出

で説明しましたイノシシ緊急特別対策事業費の追加でございます。  

  細目１２農地中間管理事業費交付金、これは増額の決定がありましたので、

今回追加をしております。 

  細目１３農地台帳システム整備事業費補助金、これも１０分の１０の補助

金ということで、今回計上しております。 

  １１目農水施設災害復旧費補助金でございます。これは農水施設の災害復

旧費補助金、追加をいたしましたけれども、この分の県負担分の計上でござ

います。 

  １９款諸収入でございます。４項５目雑入でございます。これは地域特産

品需要拡大支援事業助成金、これは特産品の販売宣伝促進事業に対する助成

として、この助成金を活用するということで今回計上したものでございます。 

  続きまして、２０款町債でございます。１項４目土木債でございますが、

地方特定道路整備事業債でございます。これは道路新設改良事業費の減が生

じておりますので、それに併せて町債も減額をしたものでございます。  

  ７目災害復旧債でございます。農地農林施設災害復旧債としまして、補助

災害復旧費の追加を今回行っておりますので、それに併せて町債も追加をし

たものでございます。以上が歳入の内容でございます。 

  次に、第２表地方債補正についてご説明をいたします。３ページ、４ペー

ジをお開きください。 

  第２表地方債補正でございます。これが先ほどご説明いたしました２０款

町債と対応するものでございます。変更として、地方特定道路整備事業債、

補正後と補正前差引しますとと差引２０万円の減額ということになります。

その下の段の、農地農林施設災害復旧債、これも補正後、補正前差引します

と２４０万円の追加となります。併せて、合計で２２０万円の追加、補正後

の金額が４億２,５７０万円という補正になります。 

  以上が、平成２６年度一般会計補正予算第６回の内容でございます。ご審

議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議    長  これから質疑を行います。 

１ ２ 番 田 口        １４ページの諸収入のところですが、この地域特産品需要拡大

支援事業助成金という６０万円は、どこからもらうのかというのを聞きたい
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と思います。 

企画財政課長  助成金の元としましては、長崎県市町村振興協会が行っている

事業の助成金でございます。 

１ ５ 番 山 口        今の田口議員の質問に関してでございますが、歳入でいけば１

４ページの諸費の地域特産品需要拡大支援事業助成金６０万円ですね、これ

がどういうかたちで歳出に上がってくるのか。歳出を見てもですね、２８ペ

ージのですね、特産品販売宣伝促進事業費８万円、これと関連しているのか

どうか。この助成金がこれだけ入ってきて、これがどういうふうな特産品の

拡大支援事業等に支出されているのか、そこの説明をお願いしたい。  

企画財政課長  お答えいたします。まず歳出の２８ページでございます。ご指

摘のとおり特産品販売宣伝促進事業費、この事業費の補正は８万円の追加の

みとなっております。これにつきましては、当初予算におきまして、１２０

万円の計上を行っております。この段階では、この助成金対象になるか、ま

だ未定でございましたので、当初予算においては歳入の充当はしておりませ

んでしたけれども、今回、イイ肉感謝祭等の事業が終わりまして、その残余

が生じるということが出ましたので、この事業につきましても１２０万円の

うちの２分の１の助成が見込めるということで、歳入の６０万円を行ったも

のでございます。 

  歳出についての８万円は、その後事業計画をする中で、報償費、関係団体

への謝礼金等が生じるということで８万円の追加を行ったものでございま

す。以上、ご説明いたします。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 
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  これから議案第４８号「平成２６年度川棚町一般会計補正予算（第６回）」

の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第４８号「平成２６年度

川棚町一般会計補正予算（第６回）」は、原案のとおり可決されました。 

（１０：３３） 

議    長  次に、日程第３、議案第４９号「平成２６年度川棚町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説

明を求めます。 

町    長  議案第４９号「平成２６年度川棚町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２回）」について、提案理由をご説明いたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,００８万９千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億２ ,９５６万２千円

にしようとするものであります。なお、補正の詳細につきましては、健康推

進課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

健康推進課長  それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説明

いたします。歳出からご説明いたしますので、１６、１７ページをお開きく

ださい。 

  ２款保険給付費、１項２目退職被保険者等療養給付費は、支払基金からの

医療給付費交付金決定による財源内訳の変更です。同じく１項３目一般被保

険者療養費及び２項２目退職被保険者等高額療養費は、当初、予算に対し給

付の伸びにより増加傾向にあるため、不足分を見込み計上したものでありま

す。次のページをお願いいたします。 

  ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費につきましては、国及び

県の負担金交付決定によります財源内訳の変更であります。同じく２項２目

あんま、はり、きゅう施術費、これらに対する補助費が当初予算に対しまし

て増加傾向にあるため不足分を見込み計上したものであります。次のページ
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をお願いいたします。 

  １２款１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより増額補正

をするものであります。次に歳入をご説明いたします。６、７ページをお開

きください。 

  ３款国庫支出金、１項３目特定健康診査等負担金は、平成２６年度分とし

て交付決定通知に基づき当初予算との差額２０万円を増額補正するものであ

ります。次のページをお願いいたします。 

  ４款県支出金、１項２目特定健康診査等負担金につきましても、先ほどの

国庫補助金と同じく交付決定に基づき増額補正をするものであります。  

  ５款療養給付費交付金、１項１目療養給付金交付金は、支払基金からの平

成２６年度交付額決定に伴い増額補正をするものでございます。  

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金２２８万５千円の増額補正は、説明

欄に記載しております、それぞれの繰入金等に係る概算算定額の通知に基づ

きまして当初予算との過不足分を補正するものであります。次のページをお

開きください。 

  １１款諸収入、３項２目一般被保険者第三者納付金は、交通事故が原因の

第三者行為損害賠償請求によります納付金を受け入れたものであります。  

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４９号「平成２６年度川棚町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第４９号「平成２６年度

川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可

決されました。 

（１０：４０） 

議    長  次に、日程第４、議案第５０号「平成２６年度川棚町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説明

を求めます。 

町    長  議案第５０号「平成２６年度川棚町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２回）」について、提案理由を説明いたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,４５７万４千円にしよう

とするものであります。なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長か

ら説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

健康推進課長  それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説明

いたします。６、７ページをお開きください。 

  歳入の１款後期高齢者医療保険料、１項２目普通徴収保険料につきまして

は、保険料実績見込みによりまして、増額補正をするものでございます。  

  次に、歳出になります。８、９ページをお開きください。  

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金につきましても、歳入でご説明いたしました保険料納付額が増加する見

込みによりまして、広域連合へ納付する納付金を増額補正するものでありま
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す。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５０号「平成２６年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５０号「平成２６年度

川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決

されました。 

（１０：４３） 

議    長  次に、日程第５、議案第５１号「平成２６年度川棚町介護保険

事業特別会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説明を

求めます。 

町    長  議案第５１号「平成２６年度川棚町介護保険事業特別会計補正
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予算（第２回）」について、提案理由をご説明いたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７万２千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億９,８８０万７千円にし

ようとするものであります。なお、補正の詳細につきましては、健康推進課

長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

健康推進課長  それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説明

いたします。歳出から説明いたしますので、１０、１１ページをお開きくだ

さい。 

  １款総務費、１項１目総務管理費につきましては、介護保険制度改正に伴

いますシステム改修費の増額補正でございます。次のページをお開きくださ

い。 

  ５款基金積立金、１項１目介護給付費基金積立金は、平成２５年度におき

まして、約５,８００万円の繰り越しとなり、今年度の給付費につきましても

おおよその見込みが立ちましたので、来年度からの第６期介護保険事業計画、

いわゆる介護保険料の改定に備えるべく、２千万円を基金へ積み立てるもの

であります。次のページをお開きください。 

  予備費は歳入歳出の見合いにより、２千万円を減額補正するものでありま

す。次に歳入についてご説明いたします。６、７ページをお開きください。 

  ３款国庫支出金、２項３目介護保険事業費補助金は、歳出でご説明いたし

ました介護保険制度改正に伴いますシステム改修費に対する国庫補助金でご

ざいます。補助率は事業費の２分の１となります。次のページをお開きくだ

さい。 

  ８款繰入金、１項３目その他一般会計繰入金ですが、ここも先ほどご説明

いたしました介護保険制度改正に伴いますシステム改修費に対する町負担

分、事業費の２分の１を一般会計から繰り入れるものです。  

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

１ ２ 番 田 口        １３ページですが、基金の積立金について、保険料の改定に向

けて基金を積み立てるという説明をされましたが、そこのつながりがよく分
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からないので、もう少し説明をお願いします。 

健康推進課長  基金の積立金でありますけれども、２５年度の繰越金として、

５,８００万円が繰越となっておりました。その分を基金として２千万円積み

立てるわけですけれども、介護保険料というのが、３年に１度改正となりま

す。２７年度が介護保険料の改定時期となりまして、その分に向けて予備費

として置いておくのではなくて、基金を積み立てて、なるべく有利な運用を

図っていくということで今回、２千万円を積み立て、そして第７期の介護保

険計画によります介護保険料の改定に保険料をなるべく安く抑えるために、

そのために基金として積み立てておくという分でございます。以上です。  

議    長  他に質疑はありませんか。よろしいですね。 

  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５１号「平成２６年度川棚町介護保険事業特別会計補正予

算（第２回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５１号「平成２６年度

川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決さ

れました。 

（１０：５０） 

議    長  次に、日程第６、議案第５２号「平成２６年度川棚町公共下水
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道事業特別会計補正予算（第２回）」を議題とします。提案理由の説明を求

めます。 

町    長  議案第５２号「平成２６年度川棚町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２回）」について、提案理由のご説明をいたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２８万１千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を６億２,３９３万１千円にしようとするもので

あります。補正予算の詳細につきましては、水道課長から説明いたしますの

で、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

水 道 課 長        それでは説明いたします。歳出から説明いたしますので、１０、

１１ページをお開きください。事項別明細書で説明いたします。  

  １款総務費、１項１目一般管理費ですが、２節の給料から４節共済費につ

きましては、人事院勧告に伴う給与改定などに伴うものであります。 

  ２目管渠管理費ですが、１１節の需用費はマンホールポンプ場の電気料が

夏場の流入の増加など、当初より増となる見込みから増額するものでありま

す。 

  ４目都市下水路管理費ですが、１１節の需用費は地区要望として緊急に対

応する必要がありました成宇津都市下水路の数石地区樹木等伐採業務を委託

費として、当初の需用費から流用して対応したものでございまして、今後、

発注を予定いたしております下組ポンプ場の修繕のために戻し入れをするも

のであります。次に１２、１３ページをお願いいたします。  

  ２款建設費、１項１目下水道建設費ですが、２節の給料から４節共済費に

つきましては、人事異動、それから給与改定に伴うものであります。  

  １３節委託料と１５節工事請負費は、小串地区汚水管渠工事に伴い、ＪＲ

大村線の踏切２カ所、１カ所目は小串郷踏切、小串郷駅より川棚駅側の踏切、

もう一カ所が大崎入り口踏切、ゆい窯さんの下の踏切であります。この２カ

所の踏切については、推進工事での横断を計画しておりますが、ＪＲとの協

議により推進工法での施工に際して、列車荷重を考慮した詳細設計が必要と

なりましたので、工事請負費からの組み替えとして委託費を増額するもので

ございます。次に１４、１５ページをお願いいたします。 

  ３款公債費、１項２目の利子でございますが、財源の組み替えによるもの

でございます。特定財源のその他、一般会計繰入金を減額し、一般財源とし
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て下水道事業特別会計の下水道使用料からの支出を増額するように組み替え

たものであります。次に６、７ページをお願いいたします。  

  歳入についてご説明いたします。４款繰入金、１項１目一般会計繰入金で

ありますが、歳入歳出の見合いにより、また繰越金の確定に伴い減額するも

のでございます。８、９ページをお願いいたします。 

  ５款繰越金、１項１目繰越金でございますが、繰越金の確定に伴い増額す

るものでございます。１６ページには、給与明細費を添付しておりますが、

説明は省略させていただきます。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５２号「平成２６年度川棚町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５２号「平成２６年度
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川棚町公共下水道事業特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決

されました。 

（１０：５７） 

議    長  ここで、しばらく休憩いたします。 

 

（…休  憩…） 

（１１：１５） 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１１：１６） 

議     長  ここで、健康推進課長より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

健康推進課長  先ほど、田口議員の質問に対しまして、私が第７期介護保険計

画に向けてと申しましたが、平成２７年度から策定する計画につきましては、

第６期の介護保険事業計画となります。つきましては、第６期介護保険事業

計画、介護保険の事業の運用に備えてということで、訂正をさせていただき

たいと思います。 

議    長  次に、日程第７、議案第５３号「平成２６年度川棚町水道事業

会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

町    長  議案第５３号「平成２６年度川棚町水道事業会計補正予算（第

１回）」について、提案理由をご説明いたします。 

  今回の補正は、収益的収入および支出の部で、支出において１２万８千円

を増額し、支出予算の総額を２億９,５９０万７千円にしようとするものであ

ります。補正予算の詳細につきましては、水道課長より説明いたしますので、

ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

水 道 課 長        それでは説明をさせていただきます。５ページをお開きくださ

い。補正予算実施計画説明書により説明いたします。 

  収益的収入及び支出についてでございますが、収入についての補正はござ

いません。支出につきまして、１款１項営業費用の２目浄水費は、薬品費に

ついて実績に基づき不足する見込みでありますので増額するものでありま

す。 

  ３目配水及び給水費は、動力費、電気料金について浄水場からの送水及び
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中継池からの配水池への送水にかかるポンプ等の運転にかかるもので、実績

に基づき不足する見込みでございますので、増額するものであります。  

  ５目総係費は、給料から退職給与金までについては、人事異動並びに人事

院勧告に伴う給与改定などに伴う補正と、新公営企業会計に伴う引当金の処

理によるものでございます。次に１ページにお戻りください。  

  第２条、ここには当初予算第３条に定めた収益的収入及び支出の補正を記

載しております。 

  第３条、ここには当初予算第７条に定めた議会の議決を得なければ流用す

ることのできない経費の補正を記載しております。なお、３ページから４ペ

ージには実施計画書、６ページにはキャッシュフロー計算書、７ページには

補正給与費明細書、８ページには損益計算書、９ページから１０ページには

貸借対照表を記載しておりますが、説明は省略をさせていただきます。  

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５３号「平成２６年度川棚町水道事業会計補正予算（第１

回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  
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「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５３号「平成２６年度

川棚町水道事業会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決されました。 

（１１：２２） 

議    長  次に、日程第８、議案第５４号「川棚町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」から日程第１０、議案第

５６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を、川棚町議会会

議規則第３７条の規定により一括議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

町     長  それでは議案第５４号から議案第５６号までを一括して提案

をさせていただきます。 

  まず、議案第５４号「川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例」について、提案理由を説明いたします。  

  国においては、今年度の人事院勧告に沿って一般職の給与が改定され、こ

れに併せて特別職の給与、期末手当についても所要の措置が講じられており

ます。本町の議会議員の期末手当につきましては、これまで特別職の支給月

数に準じていることから、今回、国の特別職の支給月に合わせるために一部

改正しようとするものであります。 

  次に、議案第５５号「町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」について、提案理由を説明いたします。 

  国においては、本年度の人事院勧告に沿って一般職の給与が改定され、こ

れに併せて特別職の給与、期末手当についても所要の措置が講じられおりま

す。町長及び副町長の期末手当については、これまで国の特別職の支給月数

に準じていることから、今回、国の特別職の支給月に合わせるため一部改正

しようとするものであります。 

  次に、議案第５６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて、提案理由を説明いたします。 

  今回の職員の給与改定につきましては、人事院の勧告と、県の人事委員会

の勧告を受けての改正であり、職員の給与は、これまで国公に準じて改正し
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てきておりまして、改正内容は月例給を引き上げるための給料表の改正と、

通勤手当の引き上げ、そして勤勉手当の支給率の引き上げについて改正しよ

うとするものであります。以上、提案理由とさせていただきますが、補足説

明を総務課長にさせますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

総 務 課 長        それでは補足説明をいたします。議案第５４号「川棚町議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」から説明

をいたします。新旧対照表によりまして説明いたしますので、次のページを

お開き願います。 

  第５条期末手当についてですが、町長が提案しましたように、国の特別職

の期末手当の支給率が改正されましたので、その改定率に合わせるため１２

月の支給率の１００分の１５５を１００分の１８０に引き上げようとするも

のでございます。これによりまして、議員の期末手当の総支給率は１００分

の３１０となりますが、この率につきましては、次の３月議会におきまして、

平成２７年度以降の６月と１２月の支給割合を変更する予定といたしており

ますので申し添えます。改正本文に戻っていただきまして、附則でございま

す。 

  第１項、施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行するこ

ととし、１２月期末手当の基準日であります平成２６年１２月１日にさかの

ぼって適用することといたしております。 

  第２項、期末手当の内払いでございますが、改正後の条例の規定を適用す

る場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後

の条例の規定による期末手当の内払いとみなすといたしております。したが

いまして、今回の改正によりまして支給されます期末手当は、差額での支給

ということになります。 

  次に、議案第５５号「町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」でございます。これも新旧対照表をお開き願います。  

  第２条、期末手当の改正でございますが、町長が提案しましたように、国

の特別職の期末手当の支給率が改正されましたので、その改定率に合わせる

ため１２月の支給率の１００分の１５５を１００分の１８０に引き上げよう

とするものでございます。これによりまして、町長及び副町長の期末手当の
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総支給率は１００分の３１０ということになりますが、この率につきまして

は、次の３月議会におきまして、平成２７年度以降の６月と１２月の支給率

を変更する予定といたしておりますので申し添えます。改正本文に戻ってい

ただきまして、附則でございます。 

  第１項、施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行するこ

ととし、１２月期末手当の基準日であります平成２６年１２月１日にさかの

ぼって適用することといたしております。 

  第２項です。給与の内払いでございますが、改正後の条例を適用する場合

においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条

例の規定による給与の内払いとみなすということにいたしております。した

がいまして、今回の改正により支給されます期末手当は、差額での支給とい

うことになります。 

  次に、議案第５６号でございます。「職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」でございますが、今回の人事院勧告では、５０人以上の民間企

業の賃上げの動向を反映をして、今年の国家公務員の月例給について若年層

を中心に、平均０．３％の引き上げを行っております。県の人事委員会の勧

告とも同じ内容でありますので、本町においても勧告どおりに改正しようと

するものでございます。失礼しました。新旧対照表をお開き願っておきたい

と思います。 

  次に、通勤手当の改正でございますが、第１０条第２項第２号の改正案の

とおり、通勤手当についても民間企業の動向を反映しての勧告となっており

まして、通勤のための自動車等の使用する職員について、通勤距離の区分に

応じ改正しようとするものでございます。改正額については、新旧対照表の

第２号イ以降の分でございます。 

  次に、第１６条の４、勤勉手当でございますが、勤勉手当の改正につきま

しても人事院勧告と県の勧告と同様に改正するもので、第１６条の４第２項

第１号の改正案のとおり、現行の支給率１００分の６７．５を１００分の８

２．５に、第２号では、再任用職員の支給率を１００分の３２．５から１０

０分の３７．５に、附則第１１項では、６級職及び５５歳を超える勤勉手当

減額対象職員の支給率を１００分の１．０１２５を１００分の１．２３７５

とし、６級職員で最低号給に達しない職員の支給率を１００分の６７．５か
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ら１００分の８２．５に改正しようとするものでございます。次に、改正本

文の最終ページをお開き願います。給料表の下でございます。  

  附則でございます。附則第１項、施行期日でございますが、この条例は公

布の日から施行することとし、平成２６年４月１日にさかのぼって適用する

ことといたしております。ただし、条例第１６条の４第２項、勤勉手当につ

きましては、基準日であります平成２６年１２月１日にさかのぼって適用す

ることといたしております。 

  附則第２項、給与の内払いでございますが、改正後の条例の適用をする場

合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の

規定による給与の内払いとみなすことといたしております。したがいまして、

今回の給与改定に伴います給与につきましては、差額による支給ということ

になります。 

  以上で、補足説明を終わりますが、ご審議の上ご決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

１ ３ 番 森 田        議案第５４号と５５号について質疑をいたします。議員と町長、

副町長の関係ですね。 

  人事院勧告ということは、そうでありましょうけれども、川棚町にはです

ね、特別職報酬等審議会というのがあるわけですね。そちらの方に諮問した

のか、あるいはしなかった場合、する必要がなかったのか、その説明をお願

いいたします。 

総 務 課 長        ただいまのご質問は、今回、改定いたしました件について、特

別報酬等審議会を開催していないのかという件でございますが、報酬審議会

等については、基本額を変える場合に審議会を開催いたしておりまして、支

給率、いわゆる今回のようなものにつきましては審議会は開催しておりませ

ん。給与、いわゆる報酬、そのものの額を変更することに審議会を開催して

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

４ 番 堀 田        議案第５５号で町長及び副町長の給与に関する条例が発案され

ておりますけれども、教育長も本来ならばなるんじゃないかと思いますけれ

ども、条例としては、別に教育長の給与勤務時間というふうに設けられてお

りますけれども、今回は教育長の改定はないんでしょうか。  
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総 務 課 長        教育長の給与の改定が今回提案されていないという質問でござ

いましたが、教育長の給与につきましても条例で定めておりますけれども、

教育長の給与の条文の中には、支給率については町長、副町長に準じるとい

う文言で表しておりますので、今回、あえて提案する必要はございませんで

したので、ご理解をいただきたいと思います。 

議    長  他に質疑はありませんか。質疑なしと認め、これで質疑を終わ

ります。 

  これから一件ごとに討論、採決を行います。議案第５４号「川棚町議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の原案に

対する反対者の発言を許します。 

８ 番 波 戸        川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について反対討論を行います。 

  特別職等についても、今回の人事院勧告が官民の比較の上に成り立ってい

ることや、一般職員とのバランスを考慮し、ほとんどの自治体で一般職と同

水準に引き上げていることは理解しているところでございます。しかしなが

ら、議員報酬の期末手当１００分の２５引き上げについては、本町の財政が

厳しいところであり、今回の改正には反対いたします。 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

１ ２ 番 田 口        人事院勧告に沿って、国に準ずるかたちで改正がなされるとい

うことでありますので、私は賛成いたします。 

議    長  次に、反対者の発言はありませんか。 

１４番久保田  議案第５４号「川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例」についての反対討論を行います。 

  この条例は、１２月に支給される期末手当１００分の１５０を改め１００

分の１８０を乗じて得た額に改正するものです。次に改正されようとしてい

る議案第５８条「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例」では、町

民の国保世帯への保険料の増額を求めるものとなっており、負担を押し付け

る内容になっています。私たちが町民の方々へ行ったアンケートによれば、

７割の方々が最近の暮らしは悪くなったと答えられております。このことを

考えると議員の報酬を上げるべきではないと考え、よって反対します。  

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 
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１ ３ 番 森 田        ５４号、５５号、５６号ともに関連があるんですが、私はここ

で賛成をしておかないと、後で問題が起こるかもしれませんので、これです

ね、人事院勧告というのは数年ぶりなんですよね。今の安倍内閣のそういう

政策によって人事院も、それに見習いで上げようということで、今物価が非

常に低迷している中で、給料を上げないと景気が良くならないと、そういう

前提があるんですよ。したがって、我々特別職のそういう報酬も上げるのは

当然ではないかと思っておりますので賛成いたします。 

議    長  次に、反対者の発言はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議    長  賛成者の発言はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。この採決は起立によって行います。  

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議    長  起立多数です。したがって議案第５４号「川棚町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとお

り可決されました。 

（１１：４５） 

議    長  次に、議案第５５号「町長及び副町長の給与に関する条例の一

部を改正する条例」の討論を行います。 

  本案に対する反対者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５５号「町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正

する条例」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案５５号「町長及び副町長

の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１１：４６） 

議    長  次に、議案第５６号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」の討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」

の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 
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議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５６号「職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１１：４６） 

議    長  次に、日程第１１、議案第５７号「川棚町国民健康保険条例の

一部を改正する条例」を議題とします。提案理由の説明を求めます。  

町     長  議案第５７号「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条

例」について、提案理由を説明いたします。 

  持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の規

定に基づき、国民健康保険施行令の一部改正が、平成２６年１１月１９日に

公布をされたところでございます。この施行令改正により、川棚町国民健康

保険条例の一部を改正する必要が生じ、出産育児一時金の支給額について、

条例の一部改正を提案するものであります。なお、改正の内容につきまして

は、健康推進課長から説明させますので、ご審議の上ご決定いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

健康推進課長  それでは「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例」の

内容について、ご説明いたします。 

  改正の概要でございますが、先ほど町長が説明しましたとおり、国民健康

保険法施行令の一部改正に伴い、川棚町国民健康保険条例中第８条、出産育

児一時金の支給額の改正を提案するものであります。現在、出産育児一時金

につきましては、３９万円とされており、産科医療保険制度に加入している

産科医での出産は、この産科医療保障制度における掛け金分３万円が加算さ

れ、合計４２万円が支給されています。この産科医療保障制度と申しますの

で、分娩に関連して重度の脳性マヒとなった赤ちゃんが速やかに保障を受け

られる制度で、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度であります。このた

び、産科医療保障制度における掛け金が３万円から１万６千円に引き下げら

れたことによりまして、そのままでは３９万円プラス掛け金分１万６千円の

合計で、４０万６千円の支給額となります。今回の施行令改正では、この出

産費用の動向を勘案しまして、この減額分を補てんするため、現行の３９万

円を４０万４千円に引き上げるものでございます。結果、産科医医療保障制

度に加入している産科医で出産される方にとっては、今までどおり４２万円

を支給され、支給額に変更はなくなるということになります。それでは、新
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旧対照表によりましてご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 

  国民健康保険条例第８条第１項における出産育児一時金の支給額を３９万

円から４０万４千円に改めるものです。また、施行期日は平成２７年１月１

日としております。なお、加算分の額につきましては、規則で定めることと

なっておりますので、この一部改正が決定されましたら、川棚町国民健康保

険給付規則において、加算額を３万円から１万６千円に改定することとして

おります。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

１４番久保田  今おっしゃいました産科医療保障制度、これが１万６千円に引

き下げられた。例えば、ここの町内にいらっしゃって、実家で引き下げられ

たところで分娩した場合、その時はその町で保障されるということになるん

でしょうか。 

健康推進課長  この医療保障制度というのは、先ほども申しましたとおり、医

療機関が加入する保険制度であります。先ほど申された町外、町内で分娩さ

れる方に対する分については、差はなくて、ここに加入しているかしていな

いかというのが差になります。今ですね、加入とか、加入をしている、して

いないという医療機関については、把握をしておりませんけれども、平成２

４年度は１４件ございましたが、その支払いにつきましては、全て加入の医

療機関でありました。２５年度につきましては、２０件中１件が未加入のと

ころでございました。ですから、ほとんどの医療機関では、産科医療保障制

度に加入されているものと思われます。 

１４番久保田   例を話していいでしょうか。加入をされているんですけれど

も、昨日、川南町の議員と話したときに、この１万６千円に引き下げて４２

万円に改正をしたんですね。うちのように３万円になっていないわけですよ。

補てんしていない。だからそういうところで出産した場合はどうなるんでし

ょうか。 

健康推進課長  うちの国民健康保険の被保険者であれば、うちの制度が適用に

なります。 

議    長  他に質疑はありませんか。質疑なしと認め、これで質疑を終わ
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ります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５７号「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例」

の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５７号「川棚町国民健

康保険条例」の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  

（１１：５６） 

議    長  ここで、しばらく休憩いたします。 

 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、日程第１２、議案第５８号「川棚町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

町    長  議案第５８号「川棚町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例」について、提案理由をご説明いたします。 

  川棚町国民健康保険税条例の税率につきましては、平成２４年４月１日に

改定し、これまで国民健康保険事業を運営してきたところでございます。し
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かしながら、本町の国民健康保険財政は医療技術の推進の高度化による医療

費の増加、高齢化の進展による就業被保険者の減少、景気回復と言われなが

らも被保険者の所得額に伸びがみられないことなどから、賦課総額も減少傾

向にあり、大変厳しい状況となっております。また、財政調整基金も平成２

５年度末で約９,７００万円の残高ですが、近年は約２千万円程度ずつ取り崩

して運営をしており、このままでは基金も枯渇してしまい、国民健康保険事

業の運営に支障をきたす恐れがあります。以上のような理由から、税率改正

の検討を指示し、川棚町国民健康保険運営協議会においても協議をしていた

だき、ご理解を得ましたので、川棚町国民健康保険税条例の一部改正による

税率改正についてご提案を申し上げるものでございます。なお、改正の内容

につきましては、健康推進課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

健康推進課長  それでは「川棚町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」

の内容について、ご説明いたします。 

  今回の改正は、国民健康保険税賦課総額の増額を図るため、税率を改正し

ようとするものであります。別紙、新旧対照表のご説明をする前に、今回の

改正をする理由と基本的な考え方をご説明申し上げます。 

  本町の国民健康保険財政は、医療費の増加、高齢化の進展や、被保険者の

所得額に伸びが見られないことなどから、賦課総額も減少傾向であること。

また、財政調整基金も現状のような運用では、基金も枯渇する恐れがあるこ

と。国民健康保険特別会計は、一般医療費の増加など、極めて予測がつかな

い支払いも考えられることから、一定額は財源として確保することが必要で

あること。これらが改正を提案する主な理由であります。なお、税率改正の

基本的な考え方としては、次の点について配慮いたしました。  

  一つ目は応能割、応益割の割合については、国の標準割合である５０対５

０を基本として、それぞれ４８％から５８％の範囲内とすること。 

  二つ目として、資産割額の税負担割合を低所得者層の生活に与える影響を

考慮し、また市町村国保の広域化に向けた動向などを勘案して、資産割率の

廃止に向け、資産割率の配分比率を段階的に下げていくこと。  

  三つ目として、今後の国民健康保険財政の収支均衡を図るため、保険給付

費などの歳出見込額と、それに伴う国庫支出金などの歳入見込み額を試算し、
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その差額を国保税必要額とすること。 

  四つ目として、この必要額を設定しながらも、この差額を解消するために

は、多額の被保険者への負担増を強いることとなるため、すべての財源不足

の解消とはなり得ませんが、できる限り改定率を低く抑えるため、今後も基

金を活用し、増収額を約１千万円程度、３．３５％の増収となるよう設定い

たしました。 

  資料としてお配りしております改定税率案の増減表をご覧ください。  

  先ほど述べました基本的方針を踏まえまして、改定案として応能分の所得

割率を医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分、合計いたしまして現行の

１００分の１１．６から１００分の１２．５５へ、資産割率を現行の１００

分の４０から１００分の３０へ、また応能分の均等割額を現行より２千円増

の４万２００円、平等割額を９００円増の３万３,４００円としております。

下の表になりますけれども、この改定案をもとにして、現在の世帯構成、所

得で算定いたしますと、改定後では一般の一世帯あたりの平均負担額は１６

万１０７円で、改定前と比較し年間６,１９１円の負担増になります。また、

一人あたりの平均負担額では、１０万７３０円で、改定前と比較し年間４ ,

２８０円の負担増になります。それでは新旧対照表によりましてご説明いた

します。 

  新旧対照表の第３条から第５条の２までは、医療分の所得割額、資産割額、

均等割額、平等割額をそれぞれ定めております。次のページの第６条から第

７条の３までは、後期高齢者支援分の所得割額、資産割額、均等割額、平等

割額をそれぞれ定めております。８条から第９条の３までは、介護納付金分

の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額をそれぞれ定めております。  

  第２３条ですが、国民健康保険税の減額にかかる条項でございます。ここ

では、低所得者の方への軽減制度について、いわゆる７割軽減、５割軽減、

２割軽減がございますが、今回の改正案によります医療分、後期高齢者支援

分、介護納付金におけるそれぞれの均等割、平等割の部分にかかるものにつ

いて、軽減される金額、つまり差し引かれる金額も連動して改正されるもの

が示してございます。 

  第２３条の１号、ここでは（１）ということで表してありますけれども、

この部分が７割軽減の分であります。 
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  第２号が５割軽減の分、第３号が２割軽減の分の改正であります。なお、

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成２７年４月１日

から施行するものであります。また、改正後の川棚町国民健康保険税条例第

３条から第９条の３及び第２３条の規定は、平成２７年度以降の国民健康保

険税について適用し、平成２６年度分までの国民健康保険税につきましては、

従前の例によるものであります。 

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

１ ２ 番 田 口        この保険税条例の改正によって、増収は１千万円と前に聞いた

ように思いますが、そうですかということと、それから３年前の改正によっ

て、その時に８千万円の収支差額があったのを、３年前の改正によって６千

万円は解消すると。ただし、２千万円は収支差額が残るので、結局、毎年２

千万円ずつ基金を取り崩すというふうになって、この３年間来ておるわけで

すが、今回、これで１千万円を増収するとすれば、なお１千万円が収支差額

が残るわけでありますけれども、それについてはどうなのかと。すなわち２

つの考え方があり得ます。給付費用を抑えることによって、残りの１千万円

は解消しましたから今回の改正は１千万円の増収でいいんですよという考え

方もあり得ますし、残りの足りない１千万円は、引き続き基金を取り崩して

対応しますという考え方もあり得ますので、どっちの考え方なのかなという

のをお聞きします。そうしますと、１千万円の赤字がまだ残るとすれば、さ

らにまた何年か後に改定の必要が出てくるんじゃないかと思われますので、

その点についてはどのようにお考えなのかということをお聞きします。  

健康推進課長  初めに、今回の増収額を１千万円程度見込んでいるかというこ

とですけれども、そのとおり、今回のこの改定では、今の被保険者の人数と

か、世帯の構成であるとか、収入、そういった部分を税収にかけたときに、

今の税収と、改定後の税率をかけたときに１千万円程度の差が出るというこ

とで計算して、上げております。 

  前回の８千万円足りないところを６千万円上げる改定をし、今後の見込み

ということですけれども、資料の２枚目をご覧いただきたいと思います。こ

れが２４年、２５年につきましては実績であります。２６年度、２７年度、
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２８年度は見込みとなっております。前回、２４年度に改正いたしました。

２４年度の歳入を見てみると、１８億４千万円が歳入であります。歳出の合

計のところを見ていただきますと、１８億２,７００万円が歳出となり、翌年

度の繰越金が２千万円ほどございます。ただ、ここでは２千万円の基金を取

り崩して２千万円投入して、翌年度に２千万円残っているという考え方です。

２５年度も見ていただきますとおり、翌年度繰越額が２,９３１万１千円とい

うことになっておりますけれども、これも前年度の繰越金２千万円と基金の

繰入金２千万円を足したところで２,９００万円が残っているという状況で

あります。単年度で見ると１,１００万円が不足していると。このように前年

度の繰越金を入れて、２千万円ずつ取り崩してもこれだけの単年度の収支で

赤字が出ているという状況であります。したがいまして、このまま２千万円

ずつを取り崩していきますと、２８年度には基金残高が決算年度末の現在高

状況で３,７００万円まで落ちる状況であります。このような財政状況から、

今２千万円ずつを取り崩しておりますけれども、そのうちの１千万円ずつを

確保していきたいという今回の改正であります。ここの２８年度で３,７００

万円残る、今残高の予定なんですけれども、この改正をすることによって１

千万円ずつが積み上がって、５,７００万円ぐらいの基金の保有をしておきた

いというところでございます。 

  先ほど言われましたとおり、今後２９年度に市町村国保の広域化が見込ま

れております。その中で、どのような運営をされるかというのは決まってお

りませんが、おそらく今、指針が示された分では、あまり市町村の国保運営

の違いはございませんので、今後とも基金の保有というのは必要になってく

ると思われます。また２年後には、広域化の方針がはっきりしていることも

ありますし、その中で税率の改正を再び協議する必要があるものと思われま

す。以上です。 

１４番久保田  この資料によりまして、４ページの資料で見て、年度末の状況

で被保険者数と、それから介護保険の第２号被保険者数の減り具合を見れば

ですね、被保険者数の減り具合よりも介護保険第２号被保険者の減り具合が、

ぐっと加速をしているんですね。それはどういうふうに解釈すればよろしい

んですか。働く就労年齢の方達が少なくなったということでしょうけれども、

共済保険に加入者が増えたのか、社会保険に増えたのか、そういうふうに解
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釈すればいいのか、どう解釈すればいいのかお尋ねします。  

健康推進課長  久保田議員がおっしゃっているのは、介護保険の２号保険者数

のことでしょうか。 

１４番久保田  介護保険２号被保険者のところも、被保険者数に対して、２号

被保険者の方が減り具合が大きいというふうに、これから見て取れましたの

で、そこをお尋ねしています。下の表です。 

健康推進課長  ここの介護保険第２号被保険者数というのは、４０歳から６４

歳までの保険者数ですので、ここの年代が減っているというところです。理

由については、人口構成によるもので減っているというところです。  

５ 番 三 岳        一点だけお尋ねをしたいと思います。先ほどの課長の説明の中

でですね、資産割ですね、応能分の資産割というのは、低所得者の負担を軽

減するという表現があったと思いますが、低所得者についてはですよ、いわ

ゆる７割とか５割の軽減措置がありますよね。そういったことで、資産割が

直接そういうとに結びつくのかなとちょっと思ったんですが、いずれにして

も将来的には資産割というのは、なくすと。ゼロになるというふうにちょっ

と思っているんですけれども、今回はですね、１０％引き下げておられます

ので、例えば２９年の広域化の時にはですよ、その率がさらに下がっていく

ということを想定しておられるかお尋ねします。 

健康推進課長  先ほど、資産税率の廃止に向けての、資産税率の配分比率を段

階的に下げていく方向で進めたいということで述べました。その中には、様

々な理由がございまして、これは全国的にですね、この資産税率については

廃止の方向に向かっております。主な理由としましては、収益を生んでいな

い固定資産への負荷に対する抵抗感が強いと。それから固定資産税との重複

課税との捉え方が強い。そして、所得がない方にも資産割は賦課されるため、

低所得者層の負担となっている。後期高齢者医療保険料及び介護保険の保険

料には、資産割はなく、他の保険料との不均衡感があると。５つ目としては、

先ほど言いました市町村国保の広域化に向けた環境整備を図っていくと。こ

れらが主な資産割の廃止に向けての主な理由でございます。  

５ 番 三 岳        次の２９年度の改定の時には、ゼロということを想定しておい

てよろしいんですか。 

健康推進課長  この広域化に向けて、都道府県と市町村の役割の方向性という
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のが国から出されております。その中で、財政運営は都道府県、そして市町

村は都道府県が定める分布金を納付すると。その分布金を納めるために必要

な保険料率を定め、保険料を賦課徴収するというのが市町村の今のところの

役目となっております。この保険料率を定めるときに、２９年度からいきな

りゼロということにはなりかねるのかなと思っております。段階的に下げて

いく必要があるのではないかと思っております。 

  都道府県につきましては、この保険料の保険料水準の平準化に向けた取り

組みがされると思いますけれども、この保険料水準が急激に変化することの

ないように、必要な措置を相当程度の期間設けることを検討されております

ので、いきなり２９年度から資産割率をゼロにするということにはならない

と考えております。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第５８号「川棚町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」は、総務厚生委員会に付託したいと思いますが、これ

に異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第５８号「川棚町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例」は、総務厚生委員会に付託することに

決定をいたしました。 

（１３：２８） 

議    長  次に、日程第１３、議案第５９号「川棚町福祉医療費の支給に

関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を

求めます。 

町    長  議案第５９号「川棚町福祉医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例」について、提案理由をご説明いたします。 

  この条例の一部改正につきましては、児童扶養手当法施行令の一部改正に

伴い、川棚町福祉医療費の支給に関する条例において、条項ずれが生じたた

め、その一部を改正しようとするものであります。なお、詳細につきまして

は、住民福祉課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきます
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よう、よろしくお願いいたします。 

住民福祉課長   それではただいま町長から説明がありました内容につきまし

てご説明いたします。 

  川棚町福祉医療費の支給に関する条例は、障害者、乳幼児、母子家庭にお

ける母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等に対し、医療費の一部を支

給することを目的に制定されておりますが、平成２６年９月２５日に公布さ

れました児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令（昭和２６年９月２５

日政令第３１３号の施行）による児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、

本条例の定義において、条項ずれが生じたため、その一部を改正しようとす

るものでございます。一枚めくっていただきまして、新旧対照表をご覧くだ

さい。 

  改正前の第２条第５項及び同条第６項中に児童扶養手当法施行令（昭和３

６年政令第４０５号）第１条の３第２号とありますところを、児童扶養手当

法施行令第２条第２号に改め、また、今回の改正に伴い第２条第４項及び第

５条第２号中、扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）とあります

のを、児童扶養手当施行令、括弧の中を省略いたしまして、改めようとする

ものでございます。前のページに戻っていただきまして、附則についてでご

ざいますが、この条例は公布の日から施行し、平成２６年１０月１日から適

用することといたしております。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。よろしいですね。 

  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５９号「川棚町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改

正する条例」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案５９号「川棚町福祉医療

費の支給に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されま

した。 

（１３：３２） 

議    長  次に、日程第１４、議案第６０号「公の施設の指定管理者の指

定の件（川棚町大崎自然公園）」から、議案第６２号「公の施設の指定管理

者の指定の件（川棚町大崎温泉施設）」を、川棚町議会会議規則第３７条の

規定により一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

町    長  議案第６０号「公の施設の指定管理者の指定の件（川棚町大崎

自然公園）」及び議案第６１号「公の施設の指定管理者の指定の件（川棚町

大崎保養・宿泊施設）」並びに議案第６２号「公の施設の指定管理者の指定

の件（川棚町大崎温泉施設）」について、一括して提案理由を説明いたしま

す。 

  まず、議案第６０号についてでありますが、川棚町大崎自然公園の指定管

理期間が平成２７年３月３１日となっていることから、新たな指定管理者の

指定について提案するものであります。この指定管理者の指定につきまして

は、地方自治法第２４４条の２第６項において、「指定管理者の指定をしよ

うとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の議会の議決を経なけれ

ばならない」と規定されており、また、川棚町大崎自然公園設置条例第６条

においては、「町長は前条の規定により申請があったときは、次の各号に掲

げる基準により、指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者

として指定する」と規定されております。このことにより、指定管理者の候

補を次のとおり選定したので、指定管理者として指定したく議会の議決を求

めるものであります。 
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  議案書の記載のとおり、施設の名称は川棚町大崎自然公園であります。指

定管理者は、長崎県東彼杵郡川棚町小串郷２７２番地、一般社団法人川棚町

観光協会会長松尾潤治氏です。指定期間は、平成２７年４月１日から平成３

２年３月３１日までの５年間といたしております。 

  次に、議案第６１号について説明をいたします。川棚町大崎保養・宿泊施

設の指定管理期間が、平成２７年３月３１日となっていることから、新たな

指定管理者の指定について提案するものであります。この指定管理者の指定

につきましても、地方自治法第２４４条の２第６項において、「指定管理者

の指定をしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の議会の議

決を経なければならない」と規定されており、また、川棚町大崎保養・宿泊

施設設置条例第７条においては、「町長は指定管理者の候補を選定し、議会

の議決を経て指定管理者として指定する」と規定されております。このこと

により、指定管理者の候補を次のとおり選定したので、指定管理者として指

定したく議会の議決を求めるものであります。 

  施設の名称は、川棚町大崎保養・宿泊施設、指定管理者は長崎県東彼杵郡

川棚町小串郷２７２番地、一般社団法人川棚町観光協会会長松尾潤治、指定

期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間でござい

ます。 

  次に、議案第６２号についてご説明いたします。川棚町大崎温泉施設の指

定管理期間が、平成２７年３月３１日となっていることから、新たな指定管

理者の指定について提案するものであります。この指定管理者の指定につき

ましても、地方自治法第２４４条の２第６項において、「指定管理者の指定

をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない」と規

定されており、また、川棚町大崎温泉施設設置条例第８条においては、「町

長は前条の規定により申請があったときは、次の各号に掲げる基準により、

指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定する」

と規定されております。このことにより、指定管理者の候補を次のとおり選

定いたしましたので、指定管理者の指定について議会の議決を求めるもので

あります。 

  施設の名称は、川棚町大崎温泉施設、指定管理者は長崎県東彼杵郡川棚町

小串郷２７２番地、一般社団法人川棚町観光協会会長松尾潤治、指定期間は
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平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間でございます。 

  詳細につきましては、この後、産業振興課長から説明をいたしますので、

ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いをいたします。  

産業振興課長  それでは私の方から「公の施設の指定管理者の指定の件（川棚

町大崎自然公園）」について、補足説明を行います。 

  町では、指定管理者の候補の選定を行う方法について協議を行っておりま

す。その結果、次期指定管理者の候補として、一般社団法人川棚町観光協会

を指名することとなりました。理由といたしましては、くじゃく園で飼育し

ている鳥類や動物の管理運営につきましては、専門知識や専門技術が必要で

あり、長期の視点に立って運営や人材育成が必要である。また、くじゃく園

は、広く住民等が自然と親しめるように入場料を無料化しているため、収入

が限られている。くじゃく園以外の施設に大崎キャンプ場、大崎海水浴場な

どがありますが、入場料をいただく有料期間が年間のうちで一部であるため、

収入は限られるため、公募の制度にはなじまないものと考えられます。また、

観光協会については、大崎自然公園の指定管理制度を導入する以前から、管

理運営に携わっており、当該施設及び機械器具の管理ノウハウが高い法人で

あります。さらに高い地域性及び公共性があり、過去の指定管理期間におけ

る指定管理協定を適正に履行してきた実績があります。次期指定管理期間に

おいても、これまでと同様に履行できるものと期待されるところであります。

さらに、本町の観光振興を図るためには、指定管理者との緊密な連携が必要

であり、適正に管理運営ができる法人であると見込むためであります。次期

指定管理者の候補として、観光協会へ申請書等の提出を依頼をしております。 

  指定管理者の選定につきましては、総合的に審査するために、川棚町観光

施設管理者にかかる審査委員会を設置をいたしました。申請書の提出を受け

ました後に、川棚町の条例に沿ったものであるか審査を実施することとし、

審査委員会へ依頼をしております。審査委員会は委員として、副町長、総務

課長、企画財政課長、健康推進課長、税務課長でございます。審査委員会に

おいては、観光協会から提出されました申請書や事業計画書等について、申

請者からのヒアリングを行い、川棚町大崎自然公園設置条例第６条に記載を

されている指定管理者指定の基準の各項目について、指定管理者の指定の基

準に沿った内容であるかの審査を行っていただいております。審査の結果に
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つきましては、「条例第６条の基準に基づき、総合的に判断した結果、施設

の目的を理解したうえで、事業検討がなされている点や、利用者の視点に立

ったサービス向上策、また、これまでの実績や経営方針も評価されることか

ら、指定管理者として適格であると判断しました」との報告書の提出を受け

ております。 

  この審査結果をもとに、一般社団法人川棚町観光協会を次期指定管理者の

候補として選定いたしましたので、議会の議決を求めるものであります。な

お、議案書に添付しております参考資料は、申請書の関係書類でありまして、

事業計画書の大崎公園の管理運営に関する事項の部分でございます。  

  次に、議案第６１号でございます。「公の施設の指定管理者の指定の件（川

棚町大崎保養・宿泊施設）」について、補足説明を行います。 

  町では、指定管理者の候補の選定を行う方法として協議を行っております。

その結果、次期指定管理者の候補として、一般社団法人川棚町観光協会を指

名することとなりました。理由といたしましては、本来の指定管理者の在り

方は、施設を活用した収益事業となり、一般公募した場合には、決算余剰金

の町への納付ができないこととなります。施設は町民の貴重な税金によって

建設したものであり、地方債の償還が平成２９年度まであるため、町として

は決算余剰金の納付を期待するものでございます。 

  平成２５年、２６年度において、大規模な改修工事の施工を行い、当分の

間、大規模な改修は必要ないと考えておるところでございます。  

  観光協会につきましては、平成２６年度において、今後のリピーターとな

っていただけるよう、また良いイメージを持っていただくために、本町で開

催されたホッケー競技の国体運営に多大な協力をいただいております。観光

協会長を町長が退き、現在、改革に取り組んでおられ、町としても観光活性

化のために観光協会の改善努力に期待をしております。 

  今後も本町の観光振興を図るためには、観光協会と連携して取り組んでい

く必要があります。また、大崎保養・宿泊施設の指定管理者制度を導入する

以前から管理運営に携わっており、当該施設及び機械器具の管理ノウハウが

高い法人であります。さらに、高い地域性、公共性があり、過去の指定管理

期間における指定管理協定を適正に履行してきた実績があり、次期指定管理

期間においても、これまでと同様に履行できるものと期待できるものでござ
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います。 

  さらに、本町の観光振興を図るためには、指定管理者との緊密な連携が必

要であり、適正に管理運営ができる法人であると見込むためであります。次

期指定管理者の候補として観光協会へ申請書の提出を依頼いたしておりま

す。指定管理者の選定につきましては、総合的に審査するため、川棚町観光

施設指定管理者にかかる審査委員会を設置し、審査提出を受けました後に、

川棚町の条例に沿ったものであるか審査を実施することとし、川棚町観光施

設指定管理者にかかる審査委員会へ依頼をしております。 

  審査委員会の委員は、議案第６０号で説明しました委員のとおりでござい

ます。審査委員会におきましては、観光協会から提出されました申請書や事

業計画書等について、申請者からのヒアリングを行い、川棚町大崎保養宿泊

施設設置条例第７条に記載されている指定管理者指定の基準の各項目につい

て、指定管理者の指定の基準に沿った内容であるかの審査を行っていただい

ております。 

  審査の結果につきましては、「条例第７条の基準に基づき、総合的に判断

した結果、施設の目的を理解した上で事業の検討がなされている点や、利用

者の視点に立ったサービス向上策、また、これまでの実績や経営方針も評価

されることから、指定管理者として適格であると判断した」との報告書の提

出を受けております。 

  この審査結果をもとに、一般社団法人川棚町観光協会を次期指定管理者の

候補として選定いたしましたので、議会の議決を求めるものであります。ま

た、今回より新たに修繕のために蓄えられる一定のものを修繕引当金としま

して、余剰金の中から保有できることとし、申請要領に盛り込んでおります。

この修繕引当金は、予見が困難で、かつ施設営業に多大な影響があるなど、

急を要する修繕に迅速に対応し、施設利用者の利便性と安全性を確保するた

めに設けたものであります。施設や設備が老朽化し、改修、交換の時期が到

来するものや、一定規模以上の修繕、改良につきましては、町が別途負担ま

たは施工することといたしております。なお、議案書に添付しております参

考資料は、申請書の関係書類である事業計画書の中の、施設の管理運営方針

に関する事項の部分でございます。 

  次に、議案第６２号でございます。「公の施設の指定管理者の指定の件（川
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棚町大崎温泉施設）」について、補足説明を行います。 

  町では、指定管理者の候補の選定を行う方法として協議を行っております。

その結果、次期指定管理者の候補として、一般社団法人川棚町観光協会を次

期指定一般社団法人川棚町観光協会を指名することとなりました。理由とい

たしましては、本来の指定管理者の指定の在り方は、施設を活用した収益事

業となり、一般公募した場合には、決算余剰金の町への納付ができないこと

となります。施設は町の貴重な税金によって建設したものであり、地方債の

償還が平成３６年まであるため、町としては決算余剰金の納付を期待すると

ころでございます。 

  観光協会は、町長が観光協会長を退き、改革に取り組んでおられ、町とし

ても観光活性化のために観光協会の改善努力に期待をしております。管理運

営につきましては、施設建設当初から管理運営に携わっていただいており、

当該施設及び機械器具の管理ノウハウが高い法人であります。さらに高い地

域性、公共性があり、過去の指定管理期間における指定管理協定を適正に履

行してきた実績があります。今後も本町の観光振興を図るためには、観光協

会と連携して取り組んでいく必要があります。 

  そのようなことで、次期指定管理期間においても、これまでと同様に履行

できるものと期待できます。さらに、本町の観光振興を図るためには、指定

管理者との緊密な連携が必要であり、適正に管理運営ができる法人であると

見込むためであります。その後、次期指定管理者の候補として観光協会へ申

請書等の提出を依頼したものであります。 

  指定管理者の選定につきましては、総合的に審査するため、川棚町観光施

設指定管理者にかかる審査委員会を設置し、申請書の提出を受けました後に

川棚町の条例に沿ったものであるか、審査を実施することとし、審査委員会

へ審査の依頼をしております。 

  審査委員会においては、観光協会から提出されました申請書や事業計画書

等について、申請者からのヒアリングを行い、川棚町大崎温泉施設設置条例

第８条に記載されている指定管理者指定の基準の各項目について、指定管理

者の指定の基準に沿った内容であるかの審査を行っていただいております。 

  審査の結果につきましては、「条例第８条の基準に基づき、総合的に判断

した結果、施設の目的を理解した上で事業検討がなされている点や、利用者
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の視点に立ったサービス向上策、また、これまでの実績や経営方針も評価さ

れることから、指定管理者として適格であると判断しました」との報告書の

提出を受けております。 

  この審査結果をもとに、一般社団法人川棚町観光協会を次期指定管理者の

候補として選定いたしましたので、議会の議決を求めるものであります。ま

た今回より、新たに修繕のために蓄えられる一定のものを修繕引当金として、

余剰金の中から保有をできることとし、申請要領に盛り込んでおります。こ

の修繕引当金は、予見が困難で、かつ施設営業に多大な影響があるなど、急

を要する修繕に迅速に対応し、施設利用者の利便性と安全性を確保するため

に設けたものであります。施設や設備が老朽化し、交換時期が到来するもの

や、一定規模以上の修繕、改修につきましては、これまでどおり町が別途負

担または施工することとしております。なお議案書に添付しております参考

資料は、申請書の関係書類である事業計画書の中の温泉施設の管理運営方針

に関する事項の部分でございます。 

  以上で説明を終わらせていただきますが、ご審議の上ご決定いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

議    長  ここで、しばら休憩いたします。 

 

（…休  憩…） 

 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  説明を受けましたので質疑を行いますが、３件の一括議題とい

うことであります。また、参考資料も配布をされているようでありますので、

できれば共通する部分に対しての質疑、そして参考資料と詳細にわたる質疑

等について、少し区分けをしたいと思います。できれば、３件にまたがる大

きな共通部分からご質疑をいただき、そのあとに詳細についての質疑という

ことで進めたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。  

１ ３ 番 森 田        まずですね、３件とも共通なんですが、３件とも指定管理者は

２期目が終了しようとしているんですね。来年の３月に終了します。過去は

ですね、３件とも公募しておったんです。間違いなく公募しております。そ
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うしますと、今回は公募するしないかはですね、前に副町長がまだ分からな

いからということで、研究途上だという説明があっておりました。さてここ

では、公募をしないで観光協会、一法人の指名ということになりつつあるん

ですね。そうすると、何がどう変わったのか、法令が変わったのか、あるい

は解釈が変わったのか、そこでなぜ公募しなくて、資格審査みたいになって

いるんですね、現在ね。そういうふうになったのか説明をしていただきたい

と思います。 

産業振興課長  森田議員の質問にお答えいたします。 

  指定管理者の第１期、一番当初はですね、指名をしております。第２回目

の時が５年前でございますけれども、その時は公募をしております。今回、

指名ということでございますけれども、法令が変わったのかという質問でご

ざいますけれども、法令自体は変わっておりません。 

  公募しなかった理由につきましては、内部協議の結果でございます。以上

です。 

１ ３ 番 森 田        この件についてはですね、非常に重要なところがあるもんです

から、私はですね、単に一つ観光協会だけが応募だったとしても、過去は行

政ははっきり公募をしていただいたんです。今回も、もし公募したら応募業

者があったかもしれないし、なかったかもわかりませんね。でも、今の課長

のお答えではですね、公募しなかった理由がはっきりしてないんですよ。前

の副町長はですね、検討中と言っていたんですよ。そういうことを言ってい

たんです。しかし突然ね、観光協会一社に独占指名というような格好になり

つつあるんですが、理由がどうもはっきりしないんですが、もう少し分かり

やすく説明していください。 

産業振興課長   それでは公募でなく指名した理由がはっきりしないというご

質問ですけれども、先ほど内部協議の結果ということでご説明いたしました。

内部協議を役場の方で関係する部署等のメンバーで３度ほど協議をいたしま

して、その結果で指名をすることとなったわけでございます。  

５ 番 三 岳        ただいまの森田議員の質問に対する答弁を聞いておっても、な

かなか公募をしなかったと、指名したという理由がですね明確じゃないのか

なと、私もそういう気がいたしております。ただあの、前回の全員協議会の

中においてはですね、今回、指定ですか、指定をする話があったときにです
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ね、先ほど、課長の説明で委員会を副町長以下課長等で委員会を構成して、

そこで申請があって、その計画書について審査をしたということで、その全

員協議会の中ではですね、たぶんこれは有識者を入れなさいという要望があ

っておってですね、検討しますという答えが返っておったと思いますが、そ

の点についてはですね、有識者は先ほどの説明によれば、入っていないと、

表現は悪いかもしれませんが、経営等についてのですね、いわゆる専門的な

知識を有する課長というのが、果たしていらっしゃるのか分かりませんがで

すね、そういった中での今回の決定をされて、議案として出されたと、そう

いう決定までのプロセスと言いますか、そういった審査の内容的なものにつ

いてですよ、資料としてそういったものは、会議録とか、そういったものが

あれば、この場じゃなくて結構ですけれども、例えば付託になって、産業建

設文教委員会に提出していただくということはできないんでしょうか。提出

できなければ、どういったプロセスで決定されたのかという部分をもう少し

詳しく説明をいただきたいと思います。 

産業振興課長  ただいまの三岳議員のご質問ですけれども、私どもが設置をし

ました審査委員会、これにつきましては内部の者ということで説明しました

けれども、これは申請書が出たものが、町の条例に沿ったものであるかとい

うことの判断のための委員会でございます。 

  もとい、有識者等を入れなかったかということで、森田議員の質問の中に

も内部の協議をしましたということで、お答えをしたわけですけれども、そ

の時にどういう方が外部からいらっしゃるかというようなことも内部協議の

中で検討いたしました。それで、例えば経営であれば商工会の関連の方とか、

弁護士であるとか、いろんな方を考えられたわけですけれども、私どもとい

たしましては、商工会会長にお願いするにしても、観光協会の理事になって

おられまして、いわゆる観光協会の内部の方となってしまいます。そういう

ことで、なかなか人選が難しいということで、最終的には内部で協議をいた

しております。 

  会議録につきましてはですね、私たちの内部資料としては持っております

けれども、それが委員会の方に提出できるかは、こちらの方で検討させてい

ただきたいということで考えております。以上です。 

５ 番 三 岳        今ここにですよ、審査をされたというのは、ここにあります資
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料として付いておりますね事業計画書、これを審査をされたという理解でよ

ろしいんですか。そうなればですね、例えば、一項目ずつ実際どうなのかと

いう、こういうふうにしますよという計画書ですよね、これはですね。とい

うのは、今までの実績を踏まえての計画書で、新たな事業等が出てきている

わけですね、そういったものについてもですよ、そういう事業を極端に言え

ば、やることを前提にですよ、決定されたという捉え方でよろしいんですか。 

産業振興課長   私が説明の中で申し上げました川棚町観光施設指定管理者に

係る審査委員会、この会につきましてはですね、申請書を町の条例に沿った

ものか審査をしたということですので、新たな事業も含めて検討されたとい

うことであれば、申請書に書いてある分をですね、取り込んで審査をしたと。

すべてのものを見て審査をしたということです。 

１ ３ 番 森 田        それではですね、６０号ではなく、６１と６２に共通しており

ますので、この両方についてお尋ねをいたします。 

  審査申請書の一部でしょうけれども、手元に配っていただいておりますね。

これにはですね、過去５年間の結果が両方とも載っております。決算状況が

ですね載っておるんですよ。そうすると、これからですね、申請をしようと

する企業体がね、町に指定管理者として指定してくださいと申し出をしてお

るのに、事業計画はですね、文章ではいろいろ書いてありますよ。でも経営

計画、事業計画と経営計画が多少違うんですよね。要するに経営計画という

のはね、数字的なものを出すべきだと思うんですが、そういうのは出ていな

いんですか。それとついでに何回も質問できませんからついでに申し上げま

すけれども、それが一つですね。 

  両事業とも調定納付金というのがずっと続いておるんです。くじゃく荘に

ついては、あと２年ぐらいだと承知しております。それからしおさいの湯は、

あと７、８年ぐらいはあるんですかね。そういうのがどうなるのか。あるい

はですよ、もしかして審査委員会は、行政ですから、過去の数字は知ってい

らっしゃるでしょうけれども、これからのやつはどうしても数字的な計画は

いるんですよ。それは審査委員会では、ただこれだけで審査をしたのか。数

字的な経営計画も審査したのかどうかですね、この山口町長のですね、重大

な公約なんですよ。ですから大事にしていかなくちゃいけない。観光事業の

再生を山口町長はトップに挙げておるんですよ。重大なことです。そういう
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ことなので、この指定についても我々も真剣に考えなくちゃいけないという

ことでお尋ねしております。 

議    長  森田議員、先ほどの質問の中で、調定納付金の残りがと言われ

たようでしたが、起債の残りの分でしょ。 

１ ３ 番 森 田        調定納付金の過去の実績は、行政方は当然ご存じなんですね。

これから先どうなるのかということも、できたら我々は知りたいなというこ

と。それから審査委員会はですね、そういう申請にあたっての、ここでわれ

われがもらっている資料のほかにもらっておって、そういったものを含めて

調査したのかどうかというのも問うておるんです。 

議    長  そういう意味ですね、はい。 

産業振興課長  申請書の中ですね、その書類につきましては、本日参考資料と

して、いわゆる基本方針的なところをつけさせていただいております。その

申請書につきましては、その他にも書類がございまして、事業計画の部分で

ありますとか、経営計画の部分、こういうものは提出をされております。そ

の中にですね、協定納付金、このことも記載をしてあります。委員会で数字

的なものも審査したのかということでございますけれども、申請書のすべて

を委員会の方に提出しておりますので、すべてを含んで審査をしていただい

ておるところでございます。以上です。 

１ ３ 番 森 田        それでは私は３回目で終わりますから、先ほど、課長にもいろ

いろ私申し上げております。とくに、参考資料関係、審査申請を受けるにあ

たって、指定管理者の指定を受けるにあたっての提出書類、あるいは資料、

そういうものをですね、この本会議で出してくれというのは事実上無理でし

ょうから、おそらく他の委員会に付託になるんじゃないかと私予想している

んですよ。そういうときにはですね、そういう資料関係をあからさまにです

ね、何も極秘にする必要ないと思うので、あからさまに委員会に提出してあ

げたらどうでしょうか。 

産業振興課長  それにつきましては、資料としてはかなり多いページ数になり

ますので、委員会の方から求められたら提出することは検討したいと思いま

す。以上です。 

１ ２ 番 田 口        すみません、ちょっとつまんないこと聞きますが、大崎保養温

泉施設の事業計画書というのがついておりますけれども、一番下の行、１ペ
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ージ目のですね、下の２行ですけど、過去５年間でもっとも収入が多かった

額が１億９,７５０万円、平成２５年度と書いてありますが、上の表を見ると、

平成２１年度の方が多いんじゃないかと思うんですけれども、間違いですか、

それとも何か理由があるんでしょうか。 

産業振興課長  田口議員、ちょっと聞きもらしたんですが、大崎保養宿泊施設

の件でよろしいですか。 

１ ２ 番 田 口        参考資料、事業計画書というやつの、１ページ目の下２行につ

いてですが、過去５カ年度でもっとも収入が多かった額１億９,７５０万円っ

て書いてあるんですけど、平成２５年度。その上の表を見ると、収入の多い

のは２１年度じゃないかと思われるので、この説明が分からないなと思った

ので聞きました。 

産業振興課長  これにつきましては、誤りであるかどうか、私もつい先日気づ

いたんですけれども、すみません、確認ができておりません。これについて

は、申し訳ありませんが、後で訂正をさせていただきたいと思います。  

１ ５ 番 山 口        今ですね、３件の指定者の議会への提出があっておるんですけ

れども、これは全部、説明を聞きましたらですね、ここに付いている資料と

いうのは、観光協会から出された事業計画書なんですね。これをもとに、当

然、町の方で審査をされたと。じゃあ審査の結果何かと、総合的に判断した

結果であると。当然、この中身を審査した経緯を、こういうかたちで審査し

たと。そして、いいですか、こういうふうに審査をしていきましたよと、そ

してこれがトータル的に見て、総合的に適格であると判断したから、ここに

議案として出しましたと。そうやっていただかないとですね、判断のしよう

がないわけです。たった言えるのは、総合的な判断の結果、総合的な判断の

結果と。中身をどのように精査されたのか、本来はその資料がここに出てこ

なければ、この資料というのは、あくまでも観光協会が出した資料であって、

町がこれをもとに審査をされたわけです。じゃあ審査の経緯はどうなってい

るのか、どういう点をどのように審査されたのか、そこのところがですね明

確な説明がなければですね、判断のしようがないわけですよ。できれば、そ

このところの詳しい資料、もしくは説明をお願いしたい。 

町    長  山口議員からの質問、森田議員、三岳議員からの質問に私の考

え方を申し上げたいと思います。 
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  まず、最初に森田議員から質問がありました、これまでの経緯でございま

すが、１０年前に指定管理者として指定をしております。このときには、公

募によらずに指名によって指定をしております。前回、５年前に公募によっ

て指定をしております。今回は、公募によらずに、いわゆる指名をして指定

をしようとしております。ここで、なぜ公募をしないのか、しなかったのか、

公募する必要はなかったのか、これにつきましては、前回、全員協議会を開

いてもらいまして担当の方で説明をさせていただきましたが、その時にもそ

ういったご意見をいただいたということは十分承知をいたしております。  

  先ほど、それに関して森田議員の方から前副町長は公募することで検討し

ているというような発言をなさいましたが、実はそうではないので、彼の名

誉のためにもここで、この部分については否定をしておきたいと思います。

ここにその時彼が発言した原稿がありますけれども、現在の条例では、一般

公募の具体的な方法の定めがありませんので、するとした場合には要領など

を定めておく必要がありますと。公募をすべきであるかどうか、起債償還が

終了するまで一般公募は無理ではないのか。募集範囲を限定した公募にすべ

きではないか。大崎自然公園の管理については、管理委託ではないか。昭和

４４年から現在まで管理運営をいただいている観光協会においてお願いする

方法が良いのではないか、など、多くの問題で検討をしているところであり

ますと、こう答えております。まずそのことをご理解いただきたいと思いま

す。そこで、これまでの経過でありますが、例えば、くじゃく荘につきまし

ては、昭和４４年の長崎国体の開催の折に建設をされております。その時に、

これをどこに管理してもらおうかということで、その受け皿として川棚町観

光協会が設置されております。その後、観光協会は昭和４６年に社団法人と

して法人化を得ておりまして、平成２６年４月１日からは、一般社団法人に

なっております。そういった経過があることがまず第一点でございます。そ

こで、当初は、公の施設を管理する場合には、委託契約の方法によって管理

をいたしておりました。ところが、平成１５年に地方自治法の一部が改正さ

れまして、公の施設の設置管理及び配置の中で第３項に地方公共団体を公の

施設の設置の目的を効果的に達成するため必要であると認めるときは、条例

の定めにより法人その他の団体であって、当該普通公共団体が指定するもの、

これがいわゆる一般的に言う指定管理者であります。指定するものに当該公
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の施設の管理を行わせることができるということで一部改正がなされまし

た。そこで、今まで委託契約で管理をしてもらったものが地方自治法の一部

改正によりまして指定管理者制度というのを新たに設けて、こういった方法

で川棚町もすべきではないかということで、実は５年前の委託契約から指定

管理に変わったという経過がございます。そして、第６項には、指定管理者

の指定をしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の議会の議

決を経なければならないというような規定でございます。 

  戻りまして、第３項では、条例の定めるところによりということが書いて

ありますので、その条例を定めておりますが、それによりますと指定管理者

指定の基準というところに、まず町長は指定管理者の候補を選定し、議会の

議決を経て指定管理者として、これを指定するということでございます。こ

の候補者の選定をする場合に、公募をしなければいけないのか、あるいはす

べきではないかという問題が当然出てくるわけでございます。ところが、本

町の条例では、そういった規定がございません。実は、平成１６年の最初に

指定管理者に指定をしようとしたときの、その時に条例を制定しております

けれども、その時は、公募によって指定管理者を選定した方がいいのか、あ

るいは指名によってした方がいいのかという議論が役場内でなされておりま

す。そして、この地方自治法の専門的な解釈を行うための、例えば株式会社

ぎょうせいであるとか、あるいは長崎県町村会であるとか、そういったとこ

ろに調査をいたしまして、意見を求めて公募によらなくてもよい条例を川棚

町は制定をいたしております。そういった条例を制定しながら、前回、なぜ

公募をしたのかということになりますけれども、これはその時の時代の状況

によって公募をなされたもの、このように理解をいたしております。そして、

前回、公募をしたわけでありますけれども、その時の議会の議事録を見てみ

ますと、広く公募にはなっていないと。ただ、玄関に募集の張り紙をしただ

けで、広く公募をするという意味においては、少し問題があるのではないか

というふうな、議会で議員の何名かから発言があっております。そういった

ことで今回、調査をいたしまして、そして観光協会のこれまでの、いわゆる

川棚町が進めております観光事業の活性化については、観光協会とこれまで

車の両輪で進めてきたという、そういったいろんな経過を判断いたしまして、

やっぱり公募をせずに指名によって選定をし、そして議会のご理解をいただ
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こうということで今日の提案になっているところでございます。法律にも条

例にも公募という言葉は一切ございません。したがって、なぜ公募をしない

のか、公募をすべきではないかという、そういった議員のお考えについては、

そういうことでしておりませんので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

  それから、山口議員がおっしゃった、そういったことで、候補者を選定す

る経過の中で、役場内部で川棚町観光施設指定管理者に関する審査委員会を

設けて、その審査に付しております。そしてその審査委員会から適当である

という答申を私にいただきましたので、それによって今回の議案提案となっ

ております。そこで、審査の経過につきましては、副町長が審査員でありま

すので報告をさせたいと思います。 

副 町 長        ただいま町長の方から審査委員会のことについてありましたけ

れども、私はその審査委員会の委員長ということになっておりました。それ

で、この審査についてどのような審査をしたかと言いますと、報告書を作る

までに４回会議をいたしております。審査基準といたしましては、それぞれ

条例にあります指定管理者の基準に基づいて、その審査をいたしております。

条例の中にあるのは、事業計画が温泉施設の条例の設置目的にしたがい住民

の平等利用が確保されること。事業計画は温泉施設の設置目的に即した適切

なものである。効果的、効率的な管理運営を実施できること。事業計画に沿

った管理を安定して行う物的人能力を有すること。条例の目的に照らして、

設置者との連携が十分に図られるものであること。こういったことについて、

条例の基準に基づいて申請者が適当かどうかという審査をいたしたところで

ございます。以上です。 

１ ５ 番 山 口        条例のですね、基準に基づいて審査したと。では条例の基準と

いうのが、どこにどのようになっているのか、そして、その審査をした結果

ですね、全てが本当に適格であると判断したのか。それぞれの項目がどうい

うかたちで審査されたのかですね。審査の内容というのを出していただかな

いとですね、総合的な判断ではですね、判断のしようがないわけですよ。今

副町長から口頭で言われたんですけれども、こういう項目について基準に合

っているかどうか審査をしたと。審査した結果どうなのかと。そこを出して

もらわないと判断のしようがないわけですね。本日の議案書についてもです

ね、正直申し上げて参考資料だけなんですよ。参考資料というのは、あくま
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でも観光協会が出した事業計画書である。そういったものをもとにしてです

ね、審査されたわけです。そこまでの資料というのがなければですね、判断

のしようがないというのが、判断をするのに非常に難しいんじゃないかと。

できれば、そういった資料まで提出できないか、口頭で説明されても、とて

も追いかけられる事項ではございません。それは可能なのかどうかですね、

それについてお答えをお願いしたい。 

副 町 長        これは当然、町の文書でございますので提出はできます。委員

会の方で、今度あるときにそういう要望があれば提出したいと思います。  

議    長  今の件については、委員会からの付託という方向がありますの

で、その折に提出ということで、その件はよろしいですかね。  

２ 番 竹 村        川棚町大崎自然公園事業計画書、参考資料として出ているもの

の中から尋ねたいんですけれども、アーチェリー場がドッグランに利用され

ていること。これはこれまでも長く利用されていることですから、今さらと

いう感じももたれるかもしれませんけれども、他に新たにですね、海水浴場

については、マリンスポーツさんという名前が出てきておるんですね。それ

で、これで一つには牡蠣小屋等を設置されているように聞きますけれども、

これは川棚町の施設、それを指定管理を受けた観光協会が特定の第三者に継

続的に使用させるということになるのかなと。これが指定管理の在り方とし

て、果たして適当なのか。そこらは事業計画についても審査をされたという

ことですので、どういう判断をされたかということをお尋ねをしたいと思い

ます。 

  また、このマリンスポーツさんのところではですね、トイレのウォシュレ

ット化及びトイレの塗装、シャワーの温水施設も行っていただきました。こ

れは本来、こういったことは町がやるべきことであろうと。町の施設ですか

らやるべきであろうと思いますけれども、これはマリンスポーツさんという

ところがなさったという書き方なんだろうと思いますけれども、町の施設を

これからいろんな活用方法を考える中で、マリンスポーツさんに使っていた

だくことはやめてほしいという状況が出ることもあり得る。そういったとき

に、その方によって改良をなされたことが、使用をやめていただくような場

合が生じたときに足かせとならないのかなというような気がするんですけれ

ども、そういったことは、どう捉えておられますか。 
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副 町 長        今ご指摘のように、私もこれを見て、すぐにそういうふうに思

いました。それで、ヒアリングのときにどういうことですかということを尋

ねております。マリンスポーツさんとは契約をされておるようでして、こち

らがそういったことを、向こうの意に反することでもやめてもらえばやめて

もらうようなことを考えていると。それとトイレのウォシュレットについて

も、そういうときには元のかたちに戻してもらうということをきちんと話を

しております。契約まで私は覚えていませんけれども、そういったことで話

はしているというようなことでございました。以上です。 

２ 番 竹 村        いわば解約というのが当たるか分かりませんけれども、解約が

なされるときには原状回復であるとか、そういったことがなされると。それ

はそれでいいんだろうと思いますが、そもそもそういった第三者の継続的な

利用を受け入れるということ自体は、指定管理の性格からいって受け入れら

れるものという判断をされているんでしょうか。 

産業振興課長  これにつきましては、町が指定管理者に指定をして管理しても

らっているんですけれども、それを第三者に貸すと、使用してもらうという

のはですね、あまり好ましいことではないのかなと思っております。県の施

設等もですね、そのような状況になっておるんですけれども、県の施設を私

ども町が借りておる、それを指定管理者に貸しているというような状況もご

ざいまして、あまり好ましくないということで県の方から言われているとこ

ろもございますので、好ましくはないと考えております。以上です。  

２ 番 竹 村        好ましくないのであれば、そういったことで理解をなさってい

るのであれば、何らかの整理を、こういったこともできるんだったらできる

というような何かの根拠があれば、私どもも納得しやすいですし、もし好ま

しくないのであれば、何らかの更新に際してですね、きちんと町民にも説明

できるような整理の必要があるんじゃないかというふうに思いますけど、ど

うでしょう。 

産業振興課長  ただいまの竹村議員のご質問ですけれども、更新のときにちゃ

んと整理をするべきじゃないかということですけれども、その点につきまし

ては、県の方と現在の県の施設のこと等も含めて確認をしまして、整理をし

たいといういうふうに思っております。以上です。 

２ 番 竹 村        既存の施設をですね、活用して賑わいを作り出すということは
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大事なことであろうと思うんです。整理するについてもですね、こういった

ことができるような整理の仕方というものをですね、探すことができれば、

そういった方向でですね、検討していただくことができればと。それと、さ

っき副町長が答えたような何かしらあった時に問題が生じないような整理の

仕方を考えていただければと思います。今までドッグランとか、歴史があり

ますし、それなりの固定客もついているんだろうと、間接的には大崎公園に

寄与している部分もあるんだろうと思いますし、大崎の海水浴場が休閑期に

は、何らかの活用という方策で、現状のようなものがあるんだろうと思いま

すし、それがまったくだめだというのもさびしい部分がありますので、ぜひ

活用できる方法での整理を検討していただければと思います。  

５ 番 三 岳        この３つの施設の位置づけというのは、町民の健康とか保養施

設という捉え方もあろうと考えますが、私は最終的にはですね、先ほど森田

議員が質問されたんですけれども、今回、この計画書が出されておりますの

で、少なくともですね、今後５年間の収支の見込みですよね、そういったも

のについてはですね、現段階でどのようになるのかというのを提示しないと、

もう経営はできないよという状況になってはいけないでしょうから、最低で

も収益がなくても赤字にはされんわけでしょうからね。そういった収支計画

書というのが、ここには２５年度までしか載っていないわけですね。それ以

降の収支計画についてもですよ、ぜひこの場じゃなくても結構です。委員会

あたりに提出をお願いしたいと思います。 

副 町 長        今、三岳議員が言われた資料については提出したいと思います。

それと竹村議員からありました指定管理者がそういった施設を貸すことにつ

いてはどうなのかという質問でしたけれども、指定管理者が、その全部をま

た貸しするようなことは、それはいけません。ただ、その一部についてです

ね、賃貸するというのは問題ないと思います。ただもう一つ言われているの

は、海水浴場とか海を使うのがどうかという問題にもなってきますけれども、

これについては一つは、漁協とも話をして、漁協もＯＫですよという了解を

とったということを聞いておりますので、それはそれでいいのかなと思いま

すけれども、そのへんもっと精査を町の方でもしたいと思います。以上でご

ざいます。 

議    長  他に質疑はありませんか。質疑なしと認め、これで質疑を終わ
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ります。 

  ただいま議題となっています議案第６０号「公の施設の指定管理者の指定

の件（川棚町大崎自然公園）」から、議案第６２号「公の施設の指定管理者

の指定の件（川棚町大崎温泉施設）」は、産業建設文教委員会に付託したい

と思います。これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第６０号「公の施設の指

定管理者の指定の件（川棚町大崎自然公園）」から、議案第６２号「公の施

設の指定管理者の指定の件（川棚町大崎温泉施設）」は、産業建設文教委員

会に付託することに決定いたしました。 

（１５：０５） 

議    長  次に、日程第１７、請願第２号「ウイルス性肝炎患者に対する

医療費助成の拡充に関する請願」を議題といたします。これより紹介議員の

説明を求めます。 

１４番久保田  請願第２号、平成２６年１０月３１日、川棚町議会議長初手安

幸様、請願者、全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団代表梁井朱美。住所、福岡市西

区姪浜４－８－２、３階姪浜法律事務所内、連絡先０９２－８９４－１７８

１。紹介議員久保田和惠です。 

  件名、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願。  

請願の趣旨。貴議会において、ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成に

ついて、衆参両議院内並びに政府（内閣総理大臣・厚生労働大臣）に対して、

別紙事項を内容とする意見書を提出していただくよう請願します。  

  請願事項。１、ウイルス性肝硬変、肝がんにかかる医療費助成制度を創設

すること。 

  ２、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を

緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。 

  以上、請願いたします。 

  １、請願理由。（１）現在、我が国におけるウイルス性肝炎患者は３５０

万人以上と推定されるところ、国はウイルス性肝炎患者（肝硬変、肝がん患
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者を含む）に対するインターフェロン、核酸アナログ製剤を中心とする一定

の抗ウイルス療法について、国と自治体の予算に基づく医療費助成を実施し

ている。ウイルス性肝炎患者に対してかかる特別な措置がとられるにあたっ

ては、平成２１年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり、国内最大の感

染症であるＢ型肝炎及びＣ型肝炎にかかるウイルスへの感染については、国

の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またその原因が解明されていなか

ったことによりもたらされたものがあり、Ｃ型肝炎の薬害肝炎事件につき国

が責任を認め、Ｂ型肝炎の予防接種禍事件について最終の司法判断により国

の責任が確定したことが周知の歴史的前提である。 

  （２）しかしながら、国が実施している現行の医療費助成の対象は、上記

のとおりインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイル

ス療法に限定されており、これら治療法に該当しない肝硬変・肝がん患者の

入院・手術費用等はきわめて高額にのぼるにもかかわらず、助成の対象外と

なっている。 

  そのため、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障をきたし、精神的・

肉体的に苦しみつつ経済的・社会的にもひっ迫している肝硬変・肝がん患者

に対しては、いっそうの行政的・社会的支援が求められるところであり、国

の「平成２６年度予算要求にかかる肝炎対策推進協議会意見書」でも、厚生

労働大臣に対し予算として必要な措置として、「肝硬変・肝がん患者を含む

すべての肝炎医療にかかる医療費助成制度を創設する」ことがあげられてい

る。 

  （３）ところで、Ｂ型肝炎訴訟については、平成２３年の国と原告団との

基本合意締結、Ｂ型肝炎特別措置法の制定にあたって、国は「予防接種時の

注射器打ち回しよるＢ型肝炎ウイルス感染被害者は、４０数万人に及ぶ」と

繰り返し言明してきた。しかしながら、基本合意から２年以上を経た今日に

おいても、Ｂ型肝炎訴訟の原告として給付金の支給対象にたりうる地位にあ

るものは１万人程度にすぎず、大多数の被害者は救済の入り口にさえ立って

いないのが現状である。被害者数と原告数とのこうした齟齬が生まれる最大

の要因は、長年にわたって国が注射器打ち回しの予防接種禍の実態を放置し、

平成元年のＢ型肝炎訴訟の最初の提起後も、予防接種禍の実態調査等を怠っ

たことで、時間経過により母親が死亡するなど予防接種禍を立証する医学的
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手段を失った被害者が膨大に存在することである。 

  （４）他方で、Ｃ型肝炎についても時間の経過に伴うカルテ廃棄等の理由

により薬害であることの被害立証が困難となった多数の被害者が存在するこ

とは容易に推定できる。また、一定時期までは感染を回避することが簡単で

なかったとはいえ、輸血によってＢ型・Ｃ型肝炎ウイルスに感染した者、あ

るいは因果関係の立証がＢ型肝炎に比べて医学的に困難ではあるが、客観的

には予防接種その他の注射時に注射器の打ち回しによりＣ型肝炎ウイルスに

感染した者など、わが国には医療行為に関連してウイルス性肝炎に感染した

多数の肝炎患者が存在し、「国民病」としてのウイルス性肝炎は、また全体

として「医原病」としての性格を濃厚に帯びている。そのため、近年ではす

べてのウイルス性肝炎患者に対し、より厚い行政的対応を求める国民の声が

広がっている。 

  （５）このように、肝炎対策基本法制定後の事態の推移は、わが国のウイ

ルス性肝炎が「国民病」かつ「医原病」としての本質をもつことをますます

明らかにし、とりわけ国の責任が明確化され、国が多数存在することを認め

ているＢ型肝炎の予防接種禍被害者ですら、その多くが立証手段を失って司

法救済の対象とならないという厚労行政の矛盾がいっそう鮮明となってい

る。 

  ここにいたっては、肝炎対策基本法前文の基本精神に立ち返りつつ、法制

定時よりいっそう明らかとなった「国民病」「医原病」としてのウイルス性

肝炎の特異性に思いをいたし、厚労行政を担う国の責任において、一般疾病

対策の水準にとどまらない患者支援策をすすめるべきである。とりわけ、高

額の医療費負担と就労不能等の生活困難に直面しているウイルス性肝硬変・

肝がん患者については、毎日１２０人以上の方が亡くなっている深刻な実態

に鑑み、現在は助成対象とはなっていない医療費にも広く助成をおよぼすよ

う、早急に制度の拡充・充実を図るべきである。 

  また、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については、基準

の明確化を図りつつ適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直し作業が進ん

でいる。しかし、同じく肝硬変患者に対する生活支援の制度である身体障害

者福祉法上の肝疾患の障害認定制度（障害者手帳）は、医学上の認定基準が

きわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が
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報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮

していないとの指摘が現場の医師からも多くなされているところである。そ

こで、障害者手帳の認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準

の緩和・見直しを行うべきである。 

  （６）以上より、貴議会において、地方自治法第９９条の規定により衆参

両議院並びに政府（内閣総理大臣・厚生労働大臣）に対し意見書を提出して

いただくよう請願します。 

  以上、紹介議員として長くなりましたが、読み上げて説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております請願第２号「ウイルス性肝炎患者に対する

医療費助成の拡充に関する請願」は、総務厚生委員会に付託したいと思いま

すが、これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 異議なしと認めます。したがって請願第２号「ウイルス性肝炎

患者に対する医療費助成の拡充に関する請願」は、総務厚生委員会に付託す

ることに決定をいたしました。 

（１５：１７） 

議    長  次に、日程第１８、請願第３号「未来を担う子どもたちの教育

を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」を議題といたします。

これより紹介議員の説明を求めますが、あらかじめお諮りをいたします。  

  請願第３号については、川棚町議会会議規則第９２条第２項の規定によっ

て、委員会への付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 
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議    長  異議なしと認めます。したがって請願第３号については、委員

会の付託を省略することに決定をいたしました。 

  これより紹介議員の説明を求めます。 

８ 番 波 戸        請願第３号につきましては、請願書の朗読を持ちまして説明と

いたしますので、意見書を提出していただきますようお願いいたします。  

  平成２６年１１月１４日、請願書、川棚町議会議長初手安幸様、請願者、

川棚町百津郷１６９－３１、川棚町の教育を考える会会長中島三代治。紹介

議員波戸勇則。 

  未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求め

る請願。 

  要旨。教育の機会均等、教育水準の維持・向上を図るため、義務教育費国

庫負担率を２分の１に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度を堅持

し、子どもたちに十分な教育を施すための必要な財源を将来にわたり確実に

確保されるようにするため、意見書を提出していただきますよう請願いたし

ます。 

  理由。義務教育は憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に

基づいて、子どもたち一人ひとりに国民として必要な基礎的資質を培い、日

本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っています。豊かな教

育の保障は国の社会基盤形成の根幹であり、義務教育の全国水準の維持向上

や機会均等の確保は国の責務でもあります。 

  義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則と

して、全国のどこで学んでも子供たちが等しく教育を受けることができるよ

うにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないように

するため制定されたものです。 

  しかし、教育予算について、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加

盟国（データのある３１カ国）の中で日本は最下位となっています。また、

三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合は２分の１から３

分の１に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増

大などにみられるように教育条件格差も生じています。 

  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重
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要です。子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用

・就業の拡大につなげる必要があります。 

  教育予算は、未来への先行投資です。子どもたち一人ひとりが大切な未来

の担い手です。どの地域の子どもたちにも格差のない行き届いた教育が保障

されるよう、義務教育費国庫負担制度について意見書を提出していただきま

すよう請願いたします。格段のご配慮をいただきますようお願いいたします。 

  なお、意見書の提出先ですが、ご決定いただきました場合には、１４日の

選挙後に組閣等で変更が生じた場合には訂正をお願いいたします。また、請

願書及び意見書案の点がコンマになっていることに気付かずに提出しまし

た。申し訳ありませんでした。以上で、説明を終わります。  

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから請願第３号「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫

負担制度の堅持を求める請願」の採決を行います。この採決は起立によって

行います。 

  請願第３号を採択することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 
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議    長  全員起立です。したがって請願第３号「未来を担う子どもたち

の教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」は、採択するこ

とに決定をいたしました。 

（１５：２３） 

議    長  次に、日程第１９、請願第４号「消費税１０％増税を中止する

意見書提出についての請願」を議題といたします。これより紹介議員の説明

を求めます。 

１４番久保田  請願第４号、平成２６年１１月２６日、川棚町議会議長初手安

幸様、請願者、川棚町中組郷１５６０－１、氏名、東彼民主商工会会長戸崎

和久、電話番号８２－４７０４。紹介議員久保田和惠。 

  請願書を読み上げて説明とさせていただきます。 

  件名、消費税１０％増税を中止する意見書提出についての請願。  

  請願の趣旨。１１月相次いで発表された新聞やテレビの世論調査で、来年

１０月から消費税の税率８％から１０％への引き上げについて、７・８割に

達する国民が増税に反対していることが明らかになっています。  

  消費税再増税反対の世論が急速に高まっているのは、４月からの消費税率

８％への増税が、国民の消費を落ち込ませ、経済を急速に悪化させているだ

けではなく、発足から２年近くなる安倍政権の経済政策「アベノミクス」が、

国民の暮らしを悪化させ、日本経済を破綻への道にしていることがだれの目

からも明らかになってきているからです。 

  ７１％が消費税を「引き上げられる状況ではない」と答えた「朝日」の世

論調査では、安倍政権の経済政策で暮らし向きが「よくなった」という答え

は４％しかなく、「変わらない」は６６％、「悪くなった」は２８％です。

４月の増税前の調査に比べても「変わらない」が減り、「悪くなった」が増

えています。再増税延期が８１％を占めた「読売」の調査でも安倍政権のも

とでの景気回復を「実感していない」という答えが７９％と圧倒的です。 

  しかしながら安倍政権は、消費税１０％への増税を先送りしてでも実施す

ると報じられています。しかし、８％への増税で、ますます地域経済や国民

の暮らしが深刻さを増している中、地域経済の土台を支えている中小業者の

影響と生活も「限界」にきています。これ以上、日本経済や地域経済を悪化

させないためにも１０％への増税は「きっぱり断念」すべきです。  
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  請願事項「消費税１０％への増税を中止する」ことを求める意見書を政府

に提出してください。以上、請願いたします。以上で説明とさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

議    長  これから質疑を行います。 

１ ２ 番 田 口        現在、衆議院選が行われておりますが、この請願事項の内容に

ついての意見を言っているような政党もあるように思います。また、安倍政

権の方は先送りするとは言っていますが、２９年４月に必ず実施するという

ことまで強く言っていないような気もいたします。いずれにせよ現状では１

０％への増税は２年半後になると思うので、タイミング的に請願は今採択す

るかどうかというのは、タイミング的に少し疑問がありますが、そこらへん

についてのお考えはどうでしょうか。 

１４番久保田  田口議員の質問にお答えいたします。２９年４月から実施する

と安倍政権は強く言っていないとおっしゃっていますが、安倍首相は２９年

の４月、１年半先送っての１０％の実施は明言しております。私たちはタイ

ミング的に少しどうかなということをおっしゃっていますが、やはり中小業

者の方にも、これ以上の消費税のアップは耐えられないと。農家さんに聞い

ても、花農かさんに聞いても、今の８％でさえ痛みは強いと。だから１０％

にされるのは困るというふうにたくさん聞きます。私たちのアンケートの中

でもですね、今の生活が苦しい理由は、８％の増税によるものであって、こ

れから更なる１０％の引き上げはとても耐えられないという答えが多く帰っ

てきております。だからタイミング的には疑問があるとおっしゃっておりま

すが、私たちは請願人の気持ちをくみ取っていただいてですね、ぜひご審議

していただきたいと強く思います。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております請願第４号「消費税１０％増税を中止する

意見書の提出についての請願」は、総務厚生委員会に付託したいと思います。

これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって請願第４号「消費税１０％増
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税を中止する意見書提出についての請願」は、総務厚生委員会に付託するこ

とに決定をいたしました。 

（１５：３１） 

議    長  以上を持ちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。  

  本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１５：３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 
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